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＊厚生労働省

・平成25年度「児童福祉週間」の標語が決定しました（1月16日）

＊SYNODOS JOURNAL（シノドス・ジャーナル）
・性的マイノリティへのいじめをなくすために ―― 同性愛者の目線から見える日本社会の課題　明智カイト（1月8日）

・いじめ防止に「怖い先生」は必要か？　内藤朝雄（12月29日）
＊朝日新聞

・里親探し専門職新設へ　名古屋市　虐待増え、受け皿拡充（1月7日）

・虐待の痕、臓器にも残る？　白血球が増加　鹿児島大調査（1月22日）

・警察庁「いじめに積極的対応を」　全都道府県警に指示（1月24日）
・全学年３５人学級、断念　文科省、自民意向受け白紙に（1月26日）
＊毎日新聞

・文科省:いじめ相談態勢を強化　カウンセリング時間倍増（1月5日）
・憂楽帳:活力源（1月7日）

・連載:新たな扉を・上／告訴を阻む　報復の恐怖／ストーカー規制（1月9日）

・新たな扉を:性暴力被害防止のために／中　警察、少女帰宅させ再び被害（1月10日）

・社説:高２生自殺　体罰は絶対許されない（1月10日）

・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　現場最前線／４　児相１職員に平均100件　／奈良（1月11日）

・新たな扉を:性暴力被害防止のために／下　難しい「危機」の読み取り（1月11日）
・自殺者:３万人下回る　自殺予防、「気づく」を行政課題に　自治体など独自の対策（1月17日）

・体罰:支援学校２教諭、１３歳を十数回平手打ち−−大阪・生野（1月21日）

・なるほドリ:スクールソーシャルワーカー、なぜ増員？　／福岡（1月22日）

・体罰:自閉症児をひもで縛る　愛知の小学教諭、体罰と認める（1月23日）

・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件／上　両親の「ネグレクト」　幼少期の体験、心の傷に（1月23日）

・特集ワイド:ニュースアップ　知っていますか「指導死」＝編集局・亀田早苗（1月23日）

・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件／下　出し続けたＳＯＳ　「寄り添い」なく、孤立深め（1月24日）
・体罰・指導:／上　「助けて、お父さん」（1月29日）

・論ステーション:学校と体罰　内海千春さん／結城忠さん（1月30日）
・大津・中２自殺:親子アンケ導入へ　いじめ発見狙い、来年度から−−市教委　／滋賀（1月30日）

・いじめ対応マニュアル:作成、教員向けに県内初統一　防止、早期発見へ　県警への情報、前年比３倍超　／静岡（1月30日）

＊読売新聞

・体罰で処分された教職員、年400人・・・文科省（1月8日）

・教育ルネサンス　立ち直るあした

（１）医療少年院「器用さ」訓練（1月11日）
（２）更生　親子で話し合う（1月12日）

（３）キレない心と態度　練習（1月17日）
（４）被害者視点　親子で学ぶ（1月18日）
（５）行事やクラブで達成感（1月19日）

（6） 瞑想で自分見つめる（1月23日）

（７）復興へ歩む福島　自分も（1月24日）

（８）少年院ＯＢ　「後輩」支援（1月25日）
（９）出院者同士　笑顔で交流（1月26日）
・ネット中傷もいじめ…防止基本法案の自民骨子案（1月28日）
・「死にたい」発言、学校が隠す・・・大津いじめ自殺（1月30日）

＊東京新聞　・体罰もいじめ　報告義務　対策法自民案（1月27日）

＊中日新聞

・小学校担任、自閉症児に体罰　「たいほ」　両手縛る（1月23日）
＊つなごう医療　中日メディカルサイト　（医療担当編集委員のブログ／上記記事を書いた記者による）

・体罰と「見通し」（1月24日）
＊厚生労働省

・平成25年度「児童福祉週間」の標語が決定しました（1月16日）

　厚生労働省では、このほど、平成25年度「児童福祉週間」の標語に、東京都府中市の中学生、多賀　葵(たが　あおい)さん（12歳）の作品を最優秀作品に決定しました。 

＜平成25年度児童福祉週間標語＞　君がいる　ただそれだけで　うれしいよ


＊SYNODOS JOURNAL（シノドス・ジャーナル）
・性的マイノリティへのいじめをなくすために ―― 同性愛者の目線から見える日本社会の課題　明智カイト（1月8日）

「女らしさ」「男らしさ」とはなんだろう。
学生の頃に、友だちのことを「女の子みたい」「男の子みたい」とか「なよなよしてる」と悪気なくからかった経験を持つ人、それを傍観していた人は多くいるのではないだろうか。
もし友だちが深刻に悩んでいたとしたら、それに気づいてあげられただろうか。
もし自分の子どもが深刻に悩んでいたとしたら、それに気づいてあげられるだろうか。
ジェンダーに関するからかいが当たり前になっている社会ってなんだろう。
大人が守らずに、誰が子どもを守ってあげられるのだろう。
社会に蔓延るLGBTなどの性的マイノリティに対する偏見をなくさなければ、いじめをなくすことはできない。（LGBT＝L：レズビアン、G：ゲイ、B：バイセクシュアル、T：トランスジェンダーの略称）
「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」（http://ameblo.jp/respectwhiteribbon/）共同代表であり、「ストップいじめプロジェクトチーム」（ストップいじめ！ナビ　http://stopijime.jp/）にも参加されている明智カイトさんにお話を伺った。
（聞き手・構成／シノドス編集部・出口優夏）
■「互助」だけではなく「公助」も
―― はじめに、「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」とはどういった団体なのでしょうか？

もともとホワイトリボン・キャンペーンとは、

1 開発途上国における妊産婦の命と健康を守る運動

2 男性が男性に対し、男性による女性への暴力（特にDV）を止めようと呼びかける運動

3 自分がLGBTなどの性的マイノリティであることに苦しみ、自殺してしまう若者を救うための運動

4 対テロ戦争を標榜する報復攻撃を止めようと呼びかける運動

の４つの社会運動のことを指します。

「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」では2と3に焦点を当て、「啓発・啓蒙活動によってジェンダー／セクシュアリティを理由とした暴力や差別のない社会を目指す」という理念のもとに、パネル展や講演会、ロビー活動などを行っています。

わたしたちは、数多くあるLGBT団体のなかでも特殊なスタンスをとっています。よく「自助」「互助」「公助」という言葉を聞くと思いますが、通常LGBTコミュニティーでは、電話相談や交流イベント開催といった「互助」が基本となっています。性的マイノリティに対する公的な支援や法整備がまったくなされていないので、「公助」をあてにしても仕方ないと考えているんですね。

しかし、「互助」はとても負担が大きいという現状があります。普通の仕事をやりつつ、ボランティアとして活動しなければいけないので、身体的にも金銭的にもどんどん疲弊してしまう。そう考えると「公助」も不可欠です。「それぞれの領域がどこまでやればよいのか」というラインを明確にする必要があるということで、わたしたちは「公助」つまり行政に対する働きかけや外部の支援者に対する啓蒙活動に力を入れています。

■自分が動かなきゃ誰も動いてくれない
―― 明智さんが「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」を始めたきっかけはなんだったのでしょうか？

わたしも学生の頃に「女の子っぽい」、「なよなよしている」という理由でいじめを受けていました。今でもいじめの後遺症に苦しんでいて、自殺未遂をしたこともあります。

もともとは「自分は助けられる方の立場であって、助ける方の立場ではない」と考えていたので、LGBTの活動はずっと傍観していたんです。でも、ある支援団体に要望を出した際に意図とはまったく異なることをされてしまった。自分は、「全部の政党に対して要望をしてほしい」と頼んだのですが、その団体は「こんな人がいるので、話を聞いて、票や支持の獲得のために使って下さい」と、特定の政党に私を売り渡してしまったんです。

「なぜ？」と聞くと、「もし他の政党に要望すると、懇意にしている政党が嫌がるので。」と言われてしまい、まったく意味がわからなかった。それならば、当事者である自分がやるしかないと思いました。

■社会が性的マイノリティへのいじめを許容している
―― 性的マイノリティの当事者がいじめの被害者になりやすいのはなぜでしょうか。

性的マイノリティに対するいじめの発端というのは、学校のなかで比較的「なよなよしている」とか「オカマっぽい」、「女らしくない」ような子をからかうところから始まります。そこから殴る蹴るといった暴力的ないじめに繋がっていってしまう。

小中学生だと性自認は揺らぐし、自分が何者なのかもわかっていない、自分で情報や仲間を集めることも難しい時期です。そんな時期に自分を否定されてしまうと、立ち直りが難しくなってしまう。しかし、今の日本社会には「そういった子どもたちはいじめられて当たり前」という風潮が根強くあります。むしろ、「男は男らしく」「女は女らしく」という固定観念は、助ける側であるはずの大人の方が強く持っています。だから親や先生に相談しても、「なよなよしているのを直せばいい」とった的を射ない解決法ばかり提示され、ちゃんと向き合ってもらえないことが多い。これは教育の問題というよりも、日本社会全体の問題です。

本当であれば、理由となっているジェンダーハラスメントよりも、殴る蹴るといった具体的ないじめの中身の方が重大な問題なはずです。いじめの中身に焦点を当てたケアがされていないというのはおかしい。とくに性的いじめ、性的暴力に関しては被害を周りに訴えづらいということもあるので、それを受け止め、解決してあげる環境をつくってあげなければいけません。

■身近に相談できる人をつくる必要性
―― 現行では具体的にどんな解決策があるでしょうか？

チャイルドライン（http://www.childline.or.jp/）などが行っている電話相談が主なものです。あとはメールやインターネット上の掲示板などでの相談です。しかし、これらの方法は知らない大人や仲間に助けてもらうというもので、顔が見える援助ではありません。

いじめを受けている子にとって、身近に相談できる人がいないというのは大きな問題です。本当ならば、家族、友人や先生、地域の人や病院の先生、カウンセラーとともに立ち向かっていかなければなりません。でも、いじめや「いじめの後遺症」で苦しむ当事者が病院に行ったとしても、精神病扱いされて薬をもらうだけで終わりになってしまうという現状があります。それは本質的に間違っている。わたしの場合、「うつ病ではない」と自分では思っていますが、おそらく病院に行けば「うつ病」という診断を受けてしまうと思います。でも、それは適切なケアを受けられなかったことに起因するものであり、自分ではなく社会に原因があるはずです。その原因を解消していくことが必要です。

――そうですよね。電話相談ができる子って、じつは自分で乗り越えられる力を持っている子だと思います。苦しんでいても電話をすることができない子も大勢いるはずだから、結局のところ根本から社会を変えていかないといけない。

大人だったらハラスメントやいじめは裁判になる程の問題です。でも、子ども同士ではなかなか裁判にならない。自分から法的に訴える力もありません。まわりに支えてくれる大人がいない子どもに「一人で立ち向かえ」というのはどう考えても無理があります。子どもの問題に適切に介入していくのが大人の責任であるはずなのに、わたしには大人が大人を放棄しているとしか思えない。本来は大人によって子どもは保護されるべきなのに、子どもが大人をやらされているという気がしています。

現在の社会は、偶然にいじめのターゲットになってしまったがために、その傷が癒えずとことん堕ちていってしまうことを許容しています。もし、わたしもいじめに遭っていなければ、カミングアウトをすることもなく今ごろ楽しく生きていたでしょう。いじめのターゲットになるか否かでその後の人生が決まってしまうというのはどうしても納得がいかない。たとえ、いじめにあったとしても、すぐに立ち直れる社会をつくっていく必要があります。

■社会を変えていくために
――では具体的にどんな活動を行っていけば、社会を変えていくことができるのでしょう？

社会が変わるためには、全員が性的マイノリティに対する適切な知識をもって、ホモフォビアをなくしていくことが必要です。いじめを防ぐために社会からホモフォビアをなくし、いじめが起きたときには周りの大人たちが正しい心のケアをしていくという両輪で対応していかなければいけません。

実際、現場の声をきいてみると、「性的マイノリティで悩んでいる人は多く相談に来るが、知識がなく当事者でもないから対処の方法がわからない」という方が多くいます。そういった人たちが基礎知識を習得できるように、わたしたちは支援活動をしている人や学校の先生、電話相談員、カウンセラーの方々などを対象とした勉強会や講習会、シンポジウムを行っています。

また、行政を変えていくということです。性的マイノリティに関する公的支援や法整備を整えていくことで、自然と国民の意識も変わってきます。

わたしたちは、2011年から自殺総合対策大綱の改正にむけて性的マイノリティの視点を包括した新しい大綱の策定を要望してきました。自殺総合対策大綱の改正は、専門家の方の意見を集め、それを踏まえた上で自殺対策の担当政務三役と各省庁が改正案をまとめ、閣議決定をするという流れで行われます。わたしたちは専門家、政務三役、官僚の方にそれぞれ要望書を提出するという活動を行ってきました。

官僚のなかには性的マイノリティへの抵抗を抱いている人も多いので、性的マイノリティと自殺リスクに関する統計をとっている日高庸晴先生にもご協力いただいて、「自殺リスクが高いので、国として対策を行う必要がある」という事実を数字的に提示しました。

その結果として、2012年8月28日に初めて、自殺総合対策大綱に「性的マイノリティ」の文言が明記されました。これまで「性同一性障害者」の存在は明記しても、「同性愛者」や「両性愛者」などの存在を明記することを頑なに拒んできた政府が、それらを包括する「性的マイノリティ」という文言を明記したのはきわめて画期的なことです。また今回の明記によって、他の法律にも明記される可能性が出てきたので、そちらにも積極的にアプローチしていきたいと考えています、

●日高庸晴氏と荻上チキとの対談記事はこちら⇒
「セクシュアルマイノリティと自殺リスク」（http://synodos.livedoor.biz/archives/1924417.html）
―― 官僚の抵抗というのは、長らく与党であった自民党の保守的な考えの影響を受けているということなのでしょうか？

その影響はあると思います。実際のところ、大部分の国会議員はどうでもいいと思っているんですが、頑強に「性的マイノリティは家族を壊す」とか「同性愛者を増やすな」と主張している国会議員がごく少数います。そういう人が他の国会議員や官僚に「協力するな」とか「余計なことするな」と言っている。権力のある国会議員からの圧力は無視できないですから、官僚は板挟みになってしまっているという現状があります。

また、昔から日本には「右翼は反対で、左翼は賛成」というジェンダーに関するイデオロギー対立があります。そういった政治論争に巻き込まれてしまうと問題解決するのが困難になってしまう危険性がありますので、注意しなければいけません。アメリカでは、同性婚の是非が昔から政治家のあいだでのセールスポイントとなっていて、政治の道具として利用されてしまっています。しかし、わたしたちは問題解決をしたいので、政治の道具になってしまうのは避けたい。たとえ嫌がられたとしても、自民党の議員さんたちにも話を聞いてもらえるように根気強く努力していきたいと思います。

■LGBTコミュニティーと外部をリンクする
―― 今までのLGBT団体の活動では、なかなか国会に声が届くことがなかった。今回のキャンペーンはなぜ成功できたんでしょうか？

従来のLGBTコミュニティーでは、パレードや当事者の選挙立候補の応援といった楽しい話題づくりを重視していました。それがコミュニティーのなかに発信されて、盛り上がっていくわけですが、メディアや行政といった外部にはまったく伝わっていないという状況だったんです。

当たり前ですが、外の世界とリンクしていなければ取り上げようがありませんよね。また、、自助で生活できているLGBTの方たちが中心となっていた。彼らはLGBTの活動を楽しむ余裕がある人たちです。しかし、わたしたちは互助や公助が必要な人たち、つまりいじめや自殺など生死に関わるような問題に焦点を当てて呼びかけを行ってきました。その結果として、意外にもマスコミの方がわたしたちの活動に注目し、連続的に取材をしてくださったことで、より外の世界とリンクすることができたと思います。

また、政治家や行政とうまく連携していくということも重要です。従来のLGBTのロビー活動というのは、当事者たちが支持している政党や、仲良くしている議員のみに要望していくという縦割りのロビー活動のみでした。しかし、わたしたちはすべての政党に対して同じ内容の要望書を提出し、横並びのロビー活動を行っています。これによって、各政党間の足並みを揃えることができ、わたしたちの要望が実現されやすくなりました。

2009年に「超党派勉強会でっち上げ事件」というものがありました。これは、ある党がLGBTへの活動実績をつくるために、実際はその党単独で行っていた勉強会を、まるで超党派で行っているかのように見せかけていたというものでした。わたしが各政党の国会議員の方たちにご挨拶へ伺っていたときに「あの政党でやっている勉強会は一体何なの？」と聞かれたことによって露見したのですが、この事件のせいで各政党のあいだに不協和音が生じてしまった。これは当事者が政治家を上手くコントロールできていないことから生じる問題です。一つひとつの問題を当事者が主体となってコントロールしていくというのはとても負担が大きいので、対応策を考えていかなければいけないと思っています。

わたしたちがやりたいことは、当事者、メディア、専門家が連携して、日本政府にどう働きかけていくか、どう動かしていくか考えていくということです。自殺総合対策大綱の改正では連携が上手くいった例だと思います。当事者自身が、いろんな人に万遍なく働きかけをするということを、これからも重視していかなければならないと考えています。

■国だけでなく各自治体へ
――最後に、今後の展望をお聞かせください。

通常、市民活動というものは、地域で啓蒙啓発を行って区議会・市議会議員へ、そこから都議会・県議会議員へ、最後に国会議員、というように地域から活動が拡大していくものです。

しかし、わたしたちの場合は国に働きかけるところから始めてしまったので、これからは地域に根差した活動を行う必要があると思っています。大きな方針を決めるのは国ですが、具体的にどうしていくかというのは自治体が決めることです。現在、東京都や世田谷区で行っている活動を足掛かりとして、他の自治体にも広げていきたいと考えています。

（12月8日渋谷にて）

いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーンのブログはこちら⇒http://ameblo.jp/respectwhiteribbon/
ストップいじめ！ナビのサイトはこちら⇒http://stopijime.jp/
明智カイト（あけち・かいと）
「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」共同代表。「ストップいじめプロジェクトチーム」メンバー。市民活動で「子ども」「女性」「マイノリティ」の権利擁護や政策提言を行う。自身も中学生の時にいじめを受け、自殺未遂をした経験から、性的マイノリティの自殺防止活動にも取り組んでいる。
・いじめ防止に「怖い先生」は必要か？　内藤朝雄（12月29日）
文部科学副大臣に就いた谷川弥一衆院議員は27日、記者会見の場において「いじめを防止するためには、先生としてボクシングや空手といった武道家が必要だろう。いないのであれば警察OBを雇う」といった趣旨の発言をした。ここ数カ月の間に、頻繁に報道されるようになった「いじめ問題」だが、いじめを解決する具体的な方法はなかなか提示されていなかったように思う。この発言を受け、シノドスではいじめ問題に詳しい社会学者・内藤朝雄に緊急インタビューを行った。
（2012.12.28　電話インタビューにて　聞き手・構成 / シノドス編集部・金子昂）

――　いじめの理論研究に携わる研究者として、谷川弥一文科副大臣の発言についてどう思われましたか。

さまざまな点で問題があると思います。

いじめに対して、普遍的なルールによるペナルティではなく、暴力の雰囲気を強烈に発散させた「人」を怖がらせる、という仕方で抑制することは、その秩序学習により、むしろいじめを蔓延させる効果があると思います。

つまり、もし谷川副大臣の発言が実現されてしまったとしたら、子どもたちは、怖いと思わせることで人の運命が決まる世界に生きているのだという秩序感覚、普遍的なルールではなく強い者が畏怖させることで秩序が成立するという、誤ったメッセージを受け取ってしまいます。そして、自分より弱い者に対して同じことをするようになります。

とくに「荒れている」と言われる中学校では、チンピラ風の「生活指導暴力ダーティ・ワーク」にいそしむ教員暴力集団と、「ヤンキー」「不良」と呼ばれる生徒暴力集団が、権力の綱引きをしながらなれあい的に学校を支配し、彼らの理不尽な暴力と脅かしによって、多くの生徒たちの市民的自由と人権が消滅してしまっていることがよくみられます。そういう場所では、攻撃力の強い人が弱い人を畏怖力で支配するということだけが「ルール」なのです。

―― そもそもなぜ、このような発言がされてしまうのでしょうか。

こういうことを心のなかで思っている大臣クラスの人はいくらでもいるでしょう。しかし、通常であれば、このような暴論はたとえ心のなかで思っていても立場上「まずい」と判断して自制するものです。谷川氏にはこの内閣なら「言っても大丈夫」という時流感覚（ムード）があるのでしょう。

もう一つ言えば、従来のいじめ論では、教員による生徒いじめという論点が抜けています。教員が気に食わない生徒をとことん痛めつけることはよくあることで、社会問題化する必要があります。そうした視点への配慮がないため、いまだに暴力で怖がらせて支配しようとする論調が出てくることに驚きます。

教員は「聖職」だから生徒に何をしてもよいという感覚があるのでしょう。カソリック神父による教会の児童への性的虐待事件にみられるように、世の中でもっとも陰惨なことをやりたい放題してきたのは、何をしても許されてきた人たちです。

―― 必要ないじめ対策をお教えください。

一言でいえば、市民社会の論理を学校に導入すること、市民的な生活ができるようにすることです。暴力的ないじめに対しては警察を呼ぶこと。コミュニケーション操作系のいじめに対しては、閉鎖空間に閉じこめないこと。

谷川副大臣は警察に対する大きな誤解をしています。というのも、いじめ防止のために、まるで暴力団のように、暴力能力をその身から発散させて支配する「強い先生」として、ボクシングや空手、剣道や柔道などの中に警察OBを並べて入れていますね。これは警察に対する認識として誤っています。

警察はあくまで法にしたがって仕事をするものです。つまり国家権力として暴力を独占することで私的な暴力を禁止する一方で、法によって厳しく暴力をコントロールされていることが、その存在理由になっています。

警察の介入が必要なら、「法のしもべ」としてすぐさま介入できるようにするべきで、その機能を「こわい人がその勢いで支配する」秩序のために使うものではありません。そういう秩序は、法の秩序ではなく、いわば暴力団の秩序です。警察をそのように考えるのは、法治国家の否定であるのみならず、法の番人としての警察に対する侮辱でもあります。

また、ボクシングや空手は試合以外で安易に使用すれば、凶器ともいうべき破壊力を有するものです。これを生徒を脅すために使うということは、副大臣の公的な発言として許されるものではありません。

いじめは、狭い世界に閉じ込められ、視野搾取に陥ることで苦しみが増している部分がありますから、より広い世界にだしてあげることが必要だと思います。それによって心理的な距離が自由に調整でき、友だちも自由に選べるようになれば、コミュニケーション操作系によるいじめが持つ、人を痛めつける効能は減るでしょう。

―― いじめには二パターンあるということですね。

そうです。暴力的ないじめとコミュニケーション操作系のいじめにわけた上で、暴力的ないじめに関しては、法を導入し、警察を使う必要があります。コミュニケーション操作系のいじめについては、学級制度を廃止するなどして生活空間を広くし、市民社会の一部とすることで、いじめによる弊害は激減すると思います。

あくまでクラス制度などを前提とし、「暴力の雰囲気によって畏怖させることを中心とする秩序」を強めるような、それでいて効果がよくわからないような議論が、組閣後すぐに副大臣から行われるという事態に、私たちはもっと身構える必要があるでしょう。具体的には、谷川氏を罷免させ、世論がこのような発言は許されないということを毅然と示す必要があります。中学生にいじめが許されないと示すのと同じことです。

内藤朝雄（ないとう・あさお）
社会学者。著書に『いじめの社会理論』（柏書房）、『いじめの構造－－なぜ人が怪物になるのか』（講談社現代新書）、『いじめ加害者を厳罰にせよ』（KKベストセラーズ）、『いじめと現代社会』（双風舎）、『〈いじめ学〉の時代』（柏書房）、『「ニート」って言うな！』（共著、光文社新書）、『いじめの直し方』（共著、朝日新聞出版）、『学校が自由になる日』（共著、雲母書房）がある。http://d.hatena.ne.jp/izime/　https://twitter.com/naitoasao
http://webronza.asahi.com/synodos/2012122900001.html
＊朝日新聞

	


名古屋市の虐待相談件数と児童の保護件数

	


・里親探し専門職新設へ　名古屋市　虐待増え、受け皿拡充（1月7日）
　【井上未雪】虐待などから保護した子どもを養育する「里親制度」を充実させるため、名古屋市は新年度、里親探しなどをする専門ポストを新設する方針を固めた。保護する子どもの数は年々増え、保護施設の定員を超える恐れも出ているため、里親を増やして受け皿を拡充する狙いだ。

　専門ポストは市内２カ所の児童相談所内に設け、専従職員を新たに１人ずつ配置する。職員は里親を引き受けてくれる家庭を探すほか、すでに里親となっている家庭のケアにもあたる。

　名古屋市は、里親が養育している児童の割合を示す「委託率」が４．５５％（２０１１年度）で、全国平均の１３．６％を大きく下回っている。市の児童相談所では現在、非常勤の職員が兼務で里親に関する業務にあたっているが、専門ポストを設けることで委託率の引き上げをめざす。１５年までに委託率を１２％にすることを目標にしている。

http://www.asahi.com/national/update/0102/NGY201301020002.html
・虐待の痕、臓器にも残る？　白血球が増加　鹿児島大調査（1月22日）
　【土肥修一】虐待を受けた子どもや高齢者は外傷だけでなく肺や肝臓などの臓器にも障害が生じている可能性があることが鹿児島大の調査でわかった。正常な内臓も攻撃してしまう白血球の一種「好中球」が増えていた。
　仮に外傷の痕跡が目立たない場合でも、司法解剖により内臓を調べることで、虐待死の見逃し防止に役立つかもしれないという。

　暴力を受けて亡くなった生後２カ月～８歳の子ども１３人と６６～８４歳の高齢者１１人の心臓、肺、肝臓、腎臓を調べた。司法解剖された臓器を調べた結果、子どもはすべての臓器で好中球の数が虐待死でない場合に比べ、１・７倍～７・６倍増加。高齢者では肺や肝臓で１・９倍～４・８倍増えていた。

http://www.asahi.com/tech_science/update/0122/TKY201301220099.html
・警察庁「いじめに積極的対応を」　全都道府県警に指示（1月24日）
　学校内でのいじめ問題について、警察庁は２４日、全都道府県警に対し、学校との連携を強め、的確に対応していくよう指示した。学校の指導で効果が出ない場合は、警察官ＯＢの校内常駐など警察による積極的な対応を検討するとした。
　指示では、被害者に自殺の恐れがあるなど緊急性が高い場合などを除き、基本的には学校側の対応を尊重するとした。ただ、学校の指導でいじめが収まらない時には、警察官ＯＢの校内常駐のほか、事件化も含めた警察による対応を被害者側が望むか再確認するよう求めた。

http://www.asahi.com/national/update/0124/TKY201301240054.html
・全学年３５人学級、断念　文科省、自民意向受け白紙に（1月26日）
　【花野雄太】文部科学省は、公立小中学校の全学年に少人数学級を導入する計画を断念することを決めた。今年度までに小１、小２の「３５人以下学級」を実現した民主党政権は、新年度から５年間で中３まで全学年に広げる計画を立てていたが、政権交代で白紙に戻った。

　文科省は昨年９月、小３～中３を３５人以下学級にするには教員１万９８００人の定数増が必要と判断。２０１３～１７年度に実現する計画で、新たに１学年分を増やす３９００人分（８５億円）の予算を概算要求していた。どの学年に先に導入するかを都道府県が選ぶ方法を想定していた。

　しかし、自民党内には全国一律の底上げよりも、学力向上やいじめ問題対応などに焦点を絞った追加配置（加配）の方が費用対効果が高いとの主張が強い。その意向を受けた財務省と文科省が調整した結果、（１）小学校で担任とは別に理科や英語を教える専科教員を配置する（２）いじめ問題への対応などで生徒指導の態勢を強める（３）マネジメント強化のため主幹教諭を置く――といった学校に限定し、増員を認めることにした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130126-00000004-asahi-pol
＊毎日新聞
・文科省:いじめ相談態勢を強化　カウンセリング時間倍増（1月5日）
　学校でのいじめを早期に発見するため文部科学省は４日、公立小中学校でスクールカウンセラーが対応する時間を倍増させ、学校内の相談態勢を強化する方針を固めた。政府が今月中旬の閣議決定を目指す１２年度補正予算に、緊急対策費約３億円を盛り込む。

　下村文科相は自民党の政権公約「いじめ防止対策基本法」の早期成立を目指しており、緊急対策の実施で、いじめ問題を重視する姿勢を前面に打ち出す考えだ。

　スクールカウンセラーは現在公立小の５５％、公立中の８４％に配置されており、週に１回、４時間の訪問で相談に応じている。文科省は緊急対策で２〜３月の訪問回数や相談時間を倍増させる。（共同）

http://mainichi.jp/select/news/20130105k0000m040108000c.html
・憂楽帳:活力源（1月7日）
　椅子にカーディガンが掛けられているのを見て、「椅子さん、寒いの？」。同じ種類の魚が３匹、まな板に載っていると、「このサカナさんたち、きょうだい？」。特別支援学校高等部に通う私の娘は、凡庸な父にはない発想力で、疑問に思ったことを尋ねてくる。

　１７年前、１歳の誕生日を前に、娘には知的障害があると医師から告げられた。歩けるか分からないとも言われたが、先日の校内マラソンでは４キロをゆっくりながらも完走した。奇抜とも言える発想力は、学力には表れない感性なのだろう。

　昨年も幼児虐待など子どもをめぐるニュースが続いた。気になるのが、新しい出生前診断の登場だ。胎児の障害が、より簡単に分かり、それが障害児の命を摘む行為につながらないか、と心配する。

　やはり、足の不自由な娘を育てていた作家の故水上勉さんは、執筆活動の原動力は娘だ、といい、エッセーに、こうつづっている。「誰が、障害の子は厄介であり、足手まといだときめたかしらぬ。ぼくにとっては活力源なのだ」（「父親の立場」）。障害のある子から大切な事を学んだという親は多い。【遠藤哲也】

http://mainichi.jp/opinion/news/20130107ddf041070028000c.html
連載:新たな扉を・上／告訴を阻む　報復の恐怖／ストーカー規制（1月9日）
　福岡県内で昨年、１人の女性が性的暴行の被害にあった。朝、自宅を出たところを男に襲われ、自宅内に押し戻されて頭を殴られ、鉄アレイで背中を殴られたうえ、暴行された。

　福岡県警は男を逮捕した。だが、女性は事件前の約１週間の間に４回「男につきまとわれているので怖い」と警察署に助けを求めていた。男は、女性のかつての交際相手。女性へのつきまといと暴力を裏付けるメールも送っていた。「本気で今は会いたいです。（中略）もう殴ったり絶対に絶対に絶対に無いからさ」。そして出勤時を待ち伏せした。

　警察署は対応していた。署によると、女性にはストーカー規制法に基づいて男に警告したり、逮捕できることを説明したりし、調書の作成を始めた。だが「やっぱりいい」「事件化してほしい」「警告がいい」などと女性が揺れ、結局告訴しなかったという。

　相談に訪れた女性を署員が自宅に送り届け、周囲を調べて無事を確認した翌日、女性は襲われた。「ストーカー規制法は本人の告訴が必要な親告罪で、本人の意思が固まらないと何もできなかった。被害に遭ってしまい、残念で忸怩（じくじ）たる思い」。捜査を担当した警察署幹部は唇をかんだ。

　元夫から暴力を受けた女性たちは、共通して告訴の難しさを指摘する。九州地方に住む５０代女性は「当時は逃げ出したかったが、うつみたいな状態で我慢するしかないと思っていた。警察に訴えることが考えられなかった」と振り返る。

　自治体の母子寮（シェルター）に避難した東京都の女性（３７）は「告訴すれば、報復される恐怖が常にある」と語る。「夫や交際相手には勤務先や友だち、家族の住所などすべての個人情報を知られている。逃げる選択肢はなくなる」と追い詰められる心境を説明した。冒頭の被害に遭った女性を、こう思いやる。「告訴をしなかったのではなくできなかったのだと思う。あなたは悪くない、と声をかけてあげたい」

　警察が把握しながら、ストーカー行為が凶悪事件にエスカレートするケースは後を絶たない。

埼玉県桶川市で９９年に女子大生が刺殺された事件は、埼玉県警が告訴を放置していたことが発覚。長崎県西海市で１１年に２女性が殺害された事件は、２人の家族が出していた被害届の受理を千葉県警が先送りにしたとして批判された。こうした反省から、全国の警察は対応を強化している。福岡県警の捜査関係者は「放っておいて後で批判されるなら容疑者を逮捕してしまった方が良いというのが今の流れ」と明かす。
　それでも事件は起こる。交際相手や近親者の性暴力から女性を守る策はないのか。手立てを探った。

http://mainichi.jp/area/news/20130109sog00m040003000c2.html
・新たな扉を:性暴力被害防止のために／中　警察、少女帰宅させ再び被害（1月10日）
　◇保護の判断難しく

　性暴力の被害を訴えた１０代の少女を、加害者が同居する自宅に帰した判断は正しかったのか。昨年、福岡県警のある警察署が取った対応が、論議を呼んでいる。

　少女は母親の再婚相手の男に、体を触られる性暴力を受けていた。被害を把握した署が母親と少女に事情を聴き、被害を確認した後、男がいる自宅に２人を帰した。

　署はその３日後、男を強制わいせつ容疑で逮捕した。だが、この間に少女は新たな被害に遭ったという。児童相談所（児相）に通告すれば「子供の安全が最優先される場所」（福岡県児童家庭課）である児相の保護所に少女を一時保護できたが、署は通告を見送った。

　署幹部は「子供を保護すれば男がやけになり、母親の身に危険が及ぶ恐れが強かった。帰宅後の対策も講じていた」と説明する。その上で「速やかに検挙しており、捜査に問題はない。被害者からも感謝されている」と語った。捜査関係者によると、母親はドメスティックバイオレンス（ＤＶ）を受けていたという。

　「被害の聞き取りが難しい家庭内の性的虐待を短期間で立件した」（虐待に詳しい弁護士）との評価もあるが、疑問の声も上がる。虐待などの相談を受けるＮＰＯ法人「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」（神奈川県伊勢原市）の山田不二子理事長は「加害者がいる家に帰すとはどういう考えなのか。まずは子供の安全確保。それから容疑内容を固めればいい」と言い切る。少年の保護に詳しい福岡県内の関係者も「保護後も捜査を続けることはできる。母子を同時に保護することも可能だ」と語る。

　児童虐待防止法は、虐待が疑われるケースの発見者に速やかに児相などに通告する義務を課している。児相は虐待が重度で緊急性が高いと判断すれば、子供を加害者から引き離し、一時的に保護する。

　福岡県児童家庭課によると、児相の保護所に入る１８歳未満の少年少女は年に約１１００〜１３００人。加害者の接触を防ぐため、入所後は基本的に学校に通えず所内で勉強することになり、携帯電話も使えない。入所を嫌がる子供も多い。

　今回のケースも少女と母親側が保護を拒んだという。ある県警幹部は「拒否されれば無理強いはできない」と語る。

こうした難点をどうクリアするか。虐待児らのカウンセリングをする市民団体「ＳＴＯＰ！ＡＢＵＳＥ（アビューズ）」（北九州市）の広渡（ひろわたり）麗子副理事長は「保護のメリットとデメリットをきちんとすべて説明した上で、本人がどうしたいかの意思を優先してほしい」と話す。
　一方、児童虐待に詳しい西沢哲・山梨県立大教授（臨床心理学）は「子供は嫌がるかもしれないが、説得して被害をなくすことが大切だ。警察は児相の判断を仰ぎ、保護を最優先すべきだった」と語った

http://mainichi.jp/area/news/20130110ddp041040017000c2.html
・社説:高２生自殺　体罰は絶対許されない（1月10日）
　大阪市立桜宮高校の２年男子生徒が自殺し、バスケットボール部顧問の男性教諭から体罰を受けていたと記した手紙を残していた。男子生徒は顔面を平手打ちされるなどの体罰を繰り返し受けていたという。スポーツ指導の名の下に行われていたとしても、暴力を伴う体罰は実質的には虐待であり、絶対に許されない。体罰の実態や自殺との関連を徹底的に調査し、再発防止策を確立しなければならない。

　男子生徒が残した遺書などには、顧問による体罰や、主将としての責任に苦しんでいたことが書かれ、体罰が自殺の引き金になった可能性が高い。

　市教委による調査では、他の部員へのアンケートで「かなりの頻度で体罰があった」との回答があり、体罰が常態化していたことが明らかになっている。自殺前日の練習試合では本人や他の部員にミスがあると、顧問が男子生徒の頬をたたいていたのを多数の部員が目撃していた。

　バスケット部での体罰の情報は１１年９月に市教委に寄せられていたが学校側は「体罰はなかった」と報告していた。調査は各運動部の顧問教諭らに尋ねるにとどめ、生徒への聞き取りなどは行わなかったという。これでは実態が明らかになるはずはない。きちんと調査をしていれば自殺という最悪の事態を防ぐことはできたはずだ。学校と市教委は責任を重くかみしめなければならない。

　桜宮高は五輪メダリストやプロ野球選手も輩出してきたスポーツ強豪校だ。男子バスケットボール部も過去５年で３回インターハイに出場するなどの成績を上げている。一方で過去にも男子バレーボール部で顧問の男性教諭による体罰が発覚し、停職３カ月の処分を受けている。

　スポーツ強豪校では特に、成果を出すために体罰が広く行われ、厳しい上下関係の中で「愛のムチ」として見過ごされてきた傾向がある。しかし、こうした体質は根本的に改めなければならない。

　教育現場での体罰は学校教育法で全面禁止され、文部科学省は０６年度に「いかなる場合も行ってはならない」と通知している。児童生徒の心身を傷つけたり、いじめや暴力容認の風潮を生んだりする恐れがあるなど、重大な負の影響があるためだ。

　だが、実際には体罰は減少せず、文科省の統計では９０年代後半以降、体罰で処分された教職員は年間４００人前後で推移している。大阪だけでなく、全国的に体罰を容認する風潮が根強く残っているのが現実だ。

体罰を根絶するには社会全体での取り組みが必要だ。教育委員会や教師だけでなく保護者も強い意思を持って対応していかねばならない。
http://mainichi.jp/select/news/20130110ddm005070030000c2.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　現場最前線／４　児相１職員に平均１００件　／奈良（1月11日）
　◇対応急増も積極的に行動

　「私たちが前のめりにならなくてはいけない」

　奈良市の県中央こども家庭相談センター（児童相談所）こども支援課長の廣岡幸夫さん（５１）。一時保護は子供の命を守るための手段だが、生活環境が変わる子供にとって、負担は大きい。それでも積極的に行動する。その理由を「虐待がある家庭の孤立は深い。そして、家族や近隣のつながりによる自然な抑制が失われている。だからこそです」と強調する。

　一時保護以外にもセンターの仕事は多岐にわたる。

　昨年１１月上旬のある日の午前１０時ごろ。こども支援課は空席が目立っていた。

　職員の１人は、児童養護施設へ行っていた。子供を施設に入所させた後も、きちんと生活できているかなど、支援を継続する。別の職員は、一時保護を検討している子供について弁護士との打ち合わせ。親とのトラブルを避けるため、法的な助言を受ける。

　また、ある中堅職員は、支援している親と別室で面談。家庭環境の調査や指導を定期的に行う。時間は約１時間半程度が多い。虐待を受けた子供の小児科の受診に同行した職員もいた。傷を診断してもらい、虐待の証拠として記録に残す。

　保護者が虐待した場合、保護者の同意がなくても家裁の承認があれば、法律で子供を施設に入所させることができる。診断書は虐待を証明するのにつながる。

　施設、弁護士、親、病院−−。虐待問題の複雑さを実感させる。

　◇支援の終結はまれ「仕事増える一方」

　各職員の１日のスケジュールを記したノート。どの欄も、朝から晩まで文字で埋まる。児相に１０年以上務める乾信一郎さん（３６）。この日の予定は、親との面接が４件と自治体との会議が１件。報告書を書く時間がないほどだった。

　職員が抱えるケースは平均で約１００件。中でも、乾さんは最多の約１４０件を担当する。「支援を終結（終了）することはあまりない。そのため、抱えるケースは増える一方」と語る。廣岡さんも「同じセンターで１０年務めているが、最近の過密なスケジュールは今までなかった」と話す。

職員の情報共有のため開かれるのが月２回の「進行管理会議」。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ。リスクの高さによって６段階にランク付けしたケースの一覧表を手に、担当者が報告していく。リスクはＡが最も高い。高リスクのＡ〜Ｃをセンターが担当し、ＤとＥのケースは主に市町村が対応する。Ｆは支援の終結で、子供が死亡するか、支援の対象から外れる１８歳以上になるか、管轄外に転居する場合がほとんど。問題が解決し、終えることができるケースは多くない。
　◇壁一面のファイル、厚さは責任の重さ

　「右手でたたいて、左手で握手をするようなもの」。児相の仕事の複雑さを廣岡さんはこう表現する。強制的に親から子供を離す一方、親を支援しながら子供を親に戻す「再統合」も行うからだ。

　子供をいつ親に戻すか。その判断は慎重さが求められる。１２年１０月、広島県府中町の小学５年の女児（１１）が死亡した虐待事件。女児は以前にも虐待を受けて児童養護施設に入所していたが、１０年１２月、母親のところに一時帰宅し、１１年３月から「問題がない」として、同居を継続していた。センターでは客観的に判断するため、チェックシートを基に、十分な話し合いをした上で、方針を決める。

　センターの壁一面には大きな棚が設置されている。そこには、これまでにかかわった子供たちのファイルがずらっと並ぶ。「一つ一つの分厚さが、職員が抱える責任の重さだ」。廣岡さんは自覚を込める。

　高リスクのケースの対応に追われる児相。ただ、緊急性が低くなると、市町村にバトンが渡される。受け取る先には、何年もかけて親子に寄り添う人々がいた。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130111ddlk29040568000c2.html
・新たな扉を:性暴力被害防止のために／下　難しい「危機」の読み取り（1月11日）
　◇捜査と保護、両立を

　「それって普通の結婚生活じゃないよね」

　長年にわたる元夫からの暴力でうつ状態になっていた東京都の女性（３７）は、被害を伝えた自治体職員の言葉に我に返り、子供を抱いて母子寮（シェルター）に駆け込んだ。

　だが、避難や告訴などの対策に踏み込めない女性は多いという。「自分が悪いと思い込み正常な判断ができない」「夫や交際相手を犯罪者にしたくない」「報復が怖い」。ためらう理由はさまざまだ。

　被害者の迷いを解きほぐすには何が必要なのか。東京都の女性は「民間団体や警察など支援者と被害者の関係が切れないようにすることが大切。警察は被害者に『この行為は犯罪になる』と客観的に説明してほしい」と話す。

　元夫の暴力に耐えかねて自殺未遂した経験がある野原沙希さん（５９）＝関東在住＝は、同じ被害の経験者や支援者との交流で自分を客観視できるようになり、危機を脱した。今はＮＰＯ法人「アーシャ」代表として被害者支援に回る。

　「警察や民間団体、行政は連携を強めるべきだ」と話すのは福岡県久留米市の男女平等推進センターの女性相談員（６０）。久留米市は実践が進んでいる。行政や警察、医師会、民間支援団体など約５０団体で構成するネットワーク会議を０１年に発足。互いに顔見知りの関係ができたことで、相談者の女性を警察に案内したり、逆に警察が市に連絡するケースも増えたという。

　男女平等推進センターは更に０４年、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）やストーカー被害者の自立に必要な支援を１カ所で受けられる「ワンストップサービス」を始めた。女性が加害者と離れ生活を再建するまで支える先進的な取り組みだ。女性相談員は「被害者が同じ説明を繰り返す負担を減らすだけでなく、逃げた後の支援策を具体的に説明することで被害申告もしやすくなる」と語る。

　被害者が子供の場合は、大人が本心を聞き出して危機を正確に読み取るのは難しい。虐待児向けシェルターなどを運営する社会福祉法人理事長の坪井節子弁護士（東京弁護士会）は、米国などで採用されている「司法面接」の手法を相談段階に取り入れることを提案する。

司法面接は、誘導や暗示にかかりやすく、聴取で被害を思い出す２次被害を受けかねない子供から被害を聞き取るための手法だ。研修を受けた専門家が子供に被害内容を聴き取り、警察官や児童相談所の担当者がモニター越しに内容を確認する。関係機関の連携の充実やスタッフなど実現のハードルは高いが、坪井弁護士は「この仕組みがあれば捜査と保護の両方を速やかにできる」と話す。（この連載は山本太一、川上珠実、近松仁太郎、土田暁彦が担当しました）
http://mainichi.jp/area/news/20130111ddp041040026000c2.html
・自殺者:３万人下回る　自殺予防、「気づく」を行政課題に　自治体など独自の対策（1月17日）
　昨年は１５年ぶりに３万人を下回ることが警察庁の速報値で分かった年間自殺者数。自殺の危険性が高い中高年層の対策に取り組んで成果を上げた自治体、若者の相談を受ける団体の新たな試みを探った。【井崎憲、苅田伸宏】

　■職員が「門番」

　「相手の感情に注意し不安な表情は見せないで」。東京都足立区庁舎ホールで８日開かれた「ゲートキーパー中級研修会」。区職員が相談者・相談員の２役に分かれ、悩みに気づき自殺を予防するゲートキーパー（門番）の講習を受けた。職員の９割以上の約３３００人が初級コースを受講するなど全庁で対策に当たる自治体として知られる。

　０６年の自殺者数が都内ワーストの１６１人だった同区は「１０年続けば町会一つの消滅に匹敵する」と対策を本格化させた。

　４０〜５０代男性らを「ハイリスク層」と位置づけ、自殺前に７割以上が債務等の相談で公的機関を訪れていたため「兆候に気づく」を最大の行政課題とした。１１年から役所のあらゆる相談窓口を訪れた人の情報を一元管理する全国初の体制を構築。自殺者は１１年に前年比２３人減の１４９人となった。同区の担当者は「今後は女性の自殺などの対策を考えたい」と話す。

　■若者を救え

　若者の自殺者が増加傾向にある背景として、就職難やいじめ問題が指摘されている。若者の労働相談に応じているＮＰＯ法人「ＰＯＳＳＥ」（東京都）には、長時間労働やパワーハラスメントが横行する「ブラック企業」で働いた２０〜３０代の相談が相次ぐ。正社員でも定期昇給がないなど不安定さが目立ち、事務局長の川村遼平さん（２６）は「労働時間規制や社会保障拡充で低賃金でも生きていける状況が必要」と訴える。

　全国展開の１８歳以下向け電話相談事業を取りまとめる「チャイルドライン支援センター」（同）では、いじめで自信を失った孤独な高校生の相談が目立ち、代表理事の太田久美さんは「自己肯定感を持てない子が多い。学校や家庭で、まずは大人が教育力や人間力を取り戻さないと」と話す。

http://mainichi.jp/select/news/20130117dde041040063000c.html
・体罰:支援学校２教諭、１３歳を十数回平手打ち−−大阪・生野（1月21日）
　大阪府立生野聴覚支援学校（大阪市生野区）で昨年１２月、教諭２人が中学部１年の男子生徒（１３）の顔を十数回平手打ちする体罰をしていたことが分かった。府教委は２人の処分を検討している。

　府教委によると、担任の４０代の男性教諭と生徒指導担当の５０代の女性教諭は昨年１２月１９日、他の生徒をいじめたとして男子生徒を指導したが、事実関係を認めないことから、女性教諭が２、３回頭をたたいた。男性教諭も頬を約１０回平手打ちした。当初、女性教諭は体罰を校長に報告せず、男性教諭は「２、３回たたいた」と過少に申告していた。【熊谷豪】

http://mainichi.jp/area/news/20130121ddf041040005000c.html
・なるほドリ:スクールソーシャルワーカー、なぜ増員？　／福岡（1月22日）
　◇いじめ対策強化の一環

　◇不登校や暴力、多様な課題に　先生、関係機関と連携

　なるほドリ　文部科学省が来年度から学校に配置するスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を増やす方針だと聞いたけど、どうして？

　記者　いじめ対策を強化する一つの方策です。国の補助金で配置するＳＳＷを現在の１１１３人から倍増させる方針です。

　Ｑ　ＳＳＷって何をするの？

　Ａ　いじめだけでなく、不登校や暴力行為など学校が抱えるさまざまな課題に、先生と相談しながら児童相談所や警察などと連携したり、時には保護者に協力を求めたりして解決を図ります。

　Ｑ　ＳＳＷに資格はあるの？

　Ａ　資格は特にありませんが、主に社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持った人が多いようです。

　Ｑ　県内での活動状況は？

　Ａ　県内では文科省と県の補助金で一部の市町村に２カ年ずつ配置されており、１０、１１年度は朝倉市、大牟田市、行橋市、須恵町など６市町が対象でした。

　Ｑ　効果はどうなの？

　Ａ　先生からは「助かっている」「もっと活動時間を増やしてほしい」という声が多く好評です。補助事業で活用した後、独自予算を組む自治体も少なくありません。今年度は６０市町村のうち約半数が独自予算でＳＳＷを活用しています。

　Ｑ　先生だけじゃ対応できないってこと？

　Ａ　学校で抱える課題は複雑・多様化する一方です。例えば、いじめの問題は加害生徒が家庭でストレスを抱えているなど家庭環境に起因する場合も少なくありません。幼児虐待や育児放棄といったケースもあり、専門的な対応が不可欠になっています。

　Ｑ　現場は大変なんだね。

　Ａ　全国的にみて今、先生たちは疲弊しています。うつ病など精神疾患で休職した先生は４年連続で５０００人超。１１年度は５２７４人で１０年前の２倍です。

　Ｑ　どうしてそんなに多いの？

　Ａ　複雑・多様化する課題の対応に追われる上に、文科省や教育委員会への報告書類の作成といった事務作業もあります。さらに「脱ゆとり教育」の流れを組んだ新学習指導要領の実施で指導内容が増え、「昔に比べ子どもたちと向き合う時間がない」と嘆くベテラン教員もいます。

　Ｑ　国が増やそうとするのは理解できたけど、人材は足りるの？

　Ａ　そこが課題です。名ばかりのＳＳＷでは逆効果の恐れもあります。県内には、昨年６月、県スクールソーシャルワーカー協会が設立され、今後研修会など人材育成にも力を入れています。【回答・三木陽介】

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130122ddlk40070352000c2.html
・体罰:自閉症児をひもで縛る　愛知の小学教諭、体罰と認める（1月23日）
　愛知県刈谷市の小学校で、特別支援学級の男性教諭（５８）が重度の知的障害を伴う自閉症の４年男子児童（１０）の手首をビニールひもで縛っていたことが２３日、関係者への取材で分かった。母親から相談を受けた主治医が県教委に通報して発覚、教諭は体罰と認め、謝罪した。

　県教委などによると、１０日の休憩時間に児童が教室の机を片付け始めたため、教諭が男児に「今は次の授業の準備をする時だ」と注意した。だが、児童が従わなかったため、教諭は「逮捕する」と言い、ビニールひもで男児の手首を縛った。直後に児童が従ったため、ひもをはさみで切った。縛っていた時間は１分程度だったという。

　教諭は保護者との連絡帳に拘束の様子を記入し、「たいほしました」などと書いていたという。母親は学校側に抗議し、教諭は謝罪した。校長は「不適切な指導だった」と教諭を口頭で注意した。

　教諭は４年前から特別支援学級を担当していた。県教委などの調査に「言うことをきかなかったので縛ってしまったが、不適切な指導だった。反省している」と話しているという。【安間教雄、駒木智一】

http://mainichi.jp/select/news/20130123dde041040054000c.html
・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件／上　両親の「ネグレクト」　幼少期の体験、心の傷に（1月23日）
　「もう子供が犠牲になるようなことは起きてほしくない」。今月８日、大阪拘置所から届いた手紙にはこう書かれていた。差出人は中村（旧姓・下村）早苗被告（２５）。１０年７月、大阪市西区のマンションに、当時３歳の長女と１歳の長男を放置して餓死させたとして逮捕、翌年起訴され、昨年１２月に大阪高裁で懲役３０年の判決を受けた（上告中）。「いいママになりたかった」という彼女が、なぜ死に至るまで我が子を放置したのか。複雑な生い立ちと離婚後の境遇をたどり、事件の教訓を考えたい。【反橋希美】

　（懲役）３０年については、起こした事から考えれば受け入れなければいけないと思います。納得がいかないのは、“積極的でなくても殺意が認められる”ということです。上告したところで、結果が変わることは殆（ほとん）どないと思っています。それでも私は訴えていきたいです。

　記者は１審の初公判の前から、中村被告に約１０通の手紙を送っていた。中村被告が上告したと知り、心境を尋ねる手紙を出したところ、初めて返信が届いたのだ。

　置き去りにした時点で、子供が死ぬ危険性を認識していたのか。これが裁判の争点だった。法廷で中村被告は「今でも愛している」と何度も子への愛情を口にしたが、１審の大阪地裁、２審の大阪高裁とも殺意を認め、殺人罪を適用した。

　手紙で中村被告は、改めて殺意を否定したが、ゴミが散乱する部屋に５０日も子供を放置した行為とのギャップは埋めがたい。焦点が当たったのは、親の愛情を求めながら得られなかった、被告自身の生い立ちだった。

　　　　■

　三重県四日市市で育った中村被告は、５歳の頃に両親が別居し、２人の妹とともに母親に引き取られた。ある夜、中村被告は父親（５２）に「お母さんがいない」と電話した。駆けつけた父親が目にしたのは、飼い犬の排せつ物の臭いが充満する部屋で、汚れた服を着た娘たちの姿だった。母親は、頻繁に子供を置いて外出していたようだった。

　見かねた父親は、中村被告が小学１年の時に正式に離婚、娘たちを引き取った。父親は中村被告が小学３年の時に別の女性と再婚したが、３年ほど後に再び離婚した。

　優等生だった中村被告が荒れ始めたのは、中学に入学した後だ。家出や外泊を繰り返し、援助交際もした。「１年半くらいの間、家出しない週はなく、途方に暮れた」。父親は当時をこう振り返る。

　同じころ、行動に一貫性がなく、うそをよくつく特異な言動が目に付くようになった。家出の理由を聞いても要領を得ない。繁華街を歩き回って捜し出すと「お父さん来たから帰る」と、ケロッとした様子で帰宅する。家出を泣いて謝り、父娘で「寝ようか」と笑い合った翌朝には、もういなくなっていた。
　父親は高校の強豪運動部の監督として、全国的に知られた存在だった。「部活動の遠征で家を空け、エネルギーの９５％を仕事に費やしていた。次第に『家出するのは、心配してほしいからかもしれない』と思うようになった」

　シングルファーザーとして仕事と育児に奮闘する父親の姿が、０２年に民放番組で取り上げられた。番組の中で、幼い顔に化粧をした中学３年生の中村被告が、カメラの前で孤独な思いを吐露していた。

　「家族みんなで、っていうのがなかった」

　実は中学時代、中村被告は集団で性暴力を受けた。だが、そのことを、父親に打ち明けていなかった。

　東京の高等専修学校卒業後に地元に戻った被告は、就職先の飲食店で知り合った男性（２６）との間に長女を授かり、結婚。だが、長男の出産から半年後、自らのうそや家出が原因で離婚した。その後、水商売を転々としながら１人で育児をしていたが、次第に子供を家に置いたまま遊びに出るようになった。周囲には「子供は他の人に預けている」と、うそをつき続けた。

　そして、事件は起きた。

　　　　■

　「困難を目前にすると、無意識に『解離』的な認知操作をする特性がある」。弁護側の依頼で中村被告の心理鑑定を行った西澤哲・山梨県立大教授（臨床心理学）の分析だ。

　解離は、記憶が飛んだり人格が変わったようになったりするなど、意識や体験がバラバラになる現象。虐待などのトラウマのある子によくみられる。心理的苦痛を直視しないよう、防衛手段として身につけてしまうという。

　専修学校時代の被告の恩師によると、少年鑑別所の職員が当時、被告について「解離性障害の疑いがある」と語っていたことがある。だが、専門的な治療を受けるなどの措置はとられなかった。

　「幼少期の母親からの養育放棄（ネグレクト）と、父親が気持ちに寄り添ってくれないという情緒的なネグレクトが続いた結果、心に深い傷を残したのではないか」と西澤教授は語る。「彼女が本当の意味で罪に向き合うには、親に謝罪してもらうことを含め、トラウマ体験と向き合う治療的なかかわりが必要だ」

　同じころ、行動に一貫性がなく、うそをよくつく特異な言動が目に付くようになった。家出の理由を聞いても要領を得ない。繁華街を歩き回って捜し出すと「お父さん来たから帰る」と、ケロッとした様子で帰宅する。家出を泣いて謝り、父娘で「寝ようか」と笑い合った翌朝には、もういなくなっていた。
　父親は高校の強豪運動部の監督として、全国的に知られた存在だった。「部活動の遠征で家を空け、エネルギーの９５％を仕事に費やしていた。次第に『家出するのは、心配してほしいからかもしれない』と思うようになった」

　シングルファーザーとして仕事と育児に奮闘する父親の姿が、０２年に民放番組で取り上げられた。番組の中で、幼い顔に化粧をした中学３年生の中村被告が、カメラの前で孤独な思いを吐露していた。

　「家族みんなで、っていうのがなかった」

　実は中学時代、中村被告は集団で性暴力を受けた。だが、そのことを、父親に打ち明けていなかった。

　東京の高等専修学校卒業後に地元に戻った被告は、就職先の飲食店で知り合った男性（２６）との間に長女を授かり、結婚。だが、長男の出産から半年後、自らのうそや家出が原因で離婚した。その後、水商売を転々としながら１人で育児をしていたが、次第に子供を家に置いたまま遊びに出るようになった。周囲には「子供は他の人に預けている」と、うそをつき続けた。

　そして、事件は起きた。

　　　　■

　「困難を目前にすると、無意識に『解離』的な認知操作をする特性がある」。弁護側の依頼で中村被告の心理鑑定を行った西澤哲・山梨県立大教授（臨床心理学）の分析だ。

　解離は、記憶が飛んだり人格が変わったようになったりするなど、意識や体験がバラバラになる現象。虐待などのトラウマのある子によくみられる。心理的苦痛を直視しないよう、防衛手段として身につけてしまうという。

　専修学校時代の被告の恩師によると、少年鑑別所の職員が当時、被告について「解離性障害の疑いがある」と語っていたことがある。だが、専門的な治療を受けるなどの措置はとられなかった。

　「幼少期の母親からの養育放棄（ネグレクト）と、父親が気持ちに寄り添ってくれないという情緒的なネグレクトが続いた結果、心に深い傷を残したのではないか」と西澤教授は語る。「彼女が本当の意味で罪に向き合うには、親に謝罪してもらうことを含め、トラウマ体験と向き合う治療的なかかわりが必要だ」

　中村被告は２審判決前に大阪市内の夫婦と養子縁組し、姓が変わった。実の父母との関係も、少しずつ変化している。事件直後は「怒りが強くて面会に行けなかった」父親は、地裁判決の後に虐待の専門書を読み「できることがあったのでは」と後悔の念が増している。中部地方に住む母親も、毎週のように面会に訪れている。
　「早苗はどんな時もお父さんの娘」「私はずっとあなたのお母さん」。事件後に父母からそれぞれ言われ、中村被告は「涙が出た」と手紙に書いていた。弁護士にはこう話しているという。

　「いつか、お父さんとお母さんが一緒に面会に来てほしい」

・特集ワイド:ニュースアップ　知っていますか「指導死」＝編集局・亀田早苗（1月23日）
　「指導死」という言葉がある。子どもを亡くした親たちが、この不条理な死を広く知らせたくてつくったという。大阪市立桜宮高で体罰を受けた２年の男子生徒（１７）の自殺が注目されたが、教師の指導後に自殺した子どもたちは、実は少なくない。当事者が亡くなった生徒と学校関係者に限られ、指導死はいじめ自殺以上に事実を知ることが困難だ。子どもたちを追い詰める指導死の実態を愛知県の例からリポートする。

　◇教師に追い詰められて、積もり積もった絶望

　愛知県内の、とある廃車置き場は、枯れ草色の田んぼの中にぽつんとあった。１１年６月９日、県立高２年だった男子生徒（当時１６歳）がそのうち１台の運転席に入り、練炭自殺した。

　男子生徒は朝、「学校に行く」と自宅を出て消息を絶った。翌日、自宅から１０キロほど離れた隣市の廃車置き場近くで男子生徒の自転車が見つかった。母親（４３）は、３０台以上並ぶ廃車を１台ずつのぞき込んだ。母親が触れた時、男子生徒の体は既に冷たかった。

　●「友が殴られるのもつらい」

　野球部員だった男子生徒は１年の終わりごろから、コーチの男性教諭が「すぐに殴る」と母親に漏らすようになった。「あんなに殴って楽しいかなあ」「自分は殴られないが、友達が殴られるのを見るのも嫌だ。止められない自分も嫌だ」

　そんなことがあったので、１１年４月に男子生徒が「野球部をやめたい」と打ち明けた時、母親はすぐに了承した。男子生徒が監督に話したが、退部は認められなかった。

　５月下旬、練習試合から帰宅した男子生徒は「すっげえ嫌なもの見た。かわいそうだった」と訴えた。練習後に部室でトランプ遊びをした部員５人をコーチが平手で殴り、うち１人は足蹴（あしげ）にもした。母親は数日後、男子生徒が汚れた練習着を出さないのに気づいた。聞けば「もう行かねえ」という。体罰がよほどショックだったのだと思った。

　男子生徒はこのころ、エラーをした際にコーチから「消えろ」などと暴言を浴びたという。コーチは否定しているが、男子生徒の死後、母親は友達から「練習に来なくなったのは、あの後だと思う」と聞いた。

　また、男子生徒は亡くなる前々日、練習試合に来なかったことに気づいたコーチから呼び出しを受け、同級生に暗い顔で「やべぇ」とつぶやいていた。コーチによると、男子生徒は呼び出しに応じなかった。翌日は「気分が悪い」と学校を休んだ。

　●「呼び出し」の後

　遺書はないが、母親は「コーチに対し、体罰で積もり積もった恐怖や嫌悪感があった。『消えろ』と言われ、ギリギリの精神状態だったところに呼び出しを受け、自殺の引き金になった」としか考えられないという。
　愛知県教委は、トランプ遊びをした部員５人への体罰などでコーチを文書訓告とした。教頭が「他にも体罰と指導との線引きが難しいものもある」と報告したといい、県教委は体罰が常態化していた可能性も認める。一方「自殺した生徒への直接の体罰はない」と強調し、「呼び出しと自殺の因果関係は判断が難しい」という。

　県教委は１１年１１月、第三者委員会「自殺又は自殺が疑われる死亡事案の調査委員会」（３人）を設置。少年の自殺を調査中だ。

　文部科学省は同年６月１日、児童生徒の自殺が起きた場合の背景調査について、通知を出した。自殺した児童生徒の状況をできるだけ全教員から迅速に聞き取ることなどを求めている。しかし、遺族が希望したのに、通知に沿った初期調査はされなかった。

　調査委についても、両親は不信感をぬぐえない。人選について要望したのに、知らない間に設置され、事前説明がなかった。委員名は、両親にさえ明らかにされない。学校の報告書に誤りがあると修正を求めても応じないまま、調査資料としている−−などを挙げる。委員会は非公開で傍聴できない。

　県教委は「設置準備を進めていることは話した。委員名の公表は脅迫などの恐れもある。委員は、我々の資料ではなく、委員会での聞き取り調査から判断している」と説明する。しかし、中立性、公平性をどう確保するのかは「信じてもらうしかない」と言う。遺族は、こうした運営に抗議。調査への協力を拒否し、調査委の継続を認めない意向を表明した。

　●大義名分の陰で

　指導死を巡る教育評論家の武田さち子さんのまとめによると、統計のある０７年以降１１年までに、警察庁が「教師との人間関係」が原因とした児童生徒の自殺は計２１人。一方、文科省は「教職員との関係で悩み」による自殺は計５人とし、食い違う。指導死は、学校側に「指導」という大義名分があり、亡くなった子どもや遺族が責められがちで、遺族は声を上げにくい。学校側は責任追及を恐れる。表面化しにくいのが実情だ。

野球部員の息子を亡くした母親はこう訴える。「コーチには体罰が子どもの心理にどう影響するか、想像力が欠如しています。直接殴られなくても、指導によっては自殺する子どもがいるという事例を現場で共有し、再発を防いでほしい」。相手の痛みがわかる想像力をもってこそ、教師であろう。私は母親の言葉を重く受け止めた
http://mainichi.jp/area/news/20130123ddf012100014000c3.html
・いいママになりたかった:大阪２児放置死事件／下　出し続けたＳＯＳ　「寄り添い」なく、孤立深め（1月24日）
　２人の幼い子供を放置し、餓死させたとして殺人罪に問われた中村（旧姓・下村）早苗被告（２５）＝上告中。子供を置き去りにして家を出たのは、離婚から１年と２３日後のことだった。被告はこの間、周囲にＳＯＳを出し続けたが、結果的に救いの手は差し伸べられなかった。

　　　　■

　・借金はしっかり返していきます

　・家族には甘えません

　・しっかり働きます

　・逃げません

　・うそはつきません

　・夜の仕事はしません

　２審で弁護側が提出し、証拠採用されたＢ５サイズの便箋がある。０９年５月、元夫（２６）との離婚に際して中村被告が書いた「誓約書」だ。

　浮気やうそ、借金に家出−−。離婚の原因は被告側にあった。元夫やその両親、実父（５２）を交えて話し合いが持たれ、子供たちは中村被告が引き取ることが決まった。

　離婚までの経緯を考えても、中村被告が１人で十分な子育てをできる保証はなかった。だが話し合いでは、元夫が養育費を負担することは、議題にものぼらなかった。１審の大阪地裁判決は、この話し合いについて「子供らの将来を第一に考えたとみられない」として「悲劇の遠因」と位置づけた。

　離婚後、中村被告は「ミルクもおむつもない」と、三重県桑名市の母親の家に身を寄せたが、１週間ほどで家を出た。働き口として、寮や託児所を備えたキャバクラを名古屋市で見つけていた。被告は裁判所への上申書に「母が子供にきつくあたるようになるのではと思った」と書いている。

　当時２歳の長女、７カ月の長男との生活は、すぐに壁に直面した。子供の病気だ。

　中村被告は当初、２人を託児所に預けていたが、熱を出すようになると預けられなくなり、働きに出られず、収入も得られなくなった。「子供を寝かせてから仕事に行こう」。被告は始業時間が遅い別の店に移った。

　この年の１０月、被告はインフルエンザにかかる。元夫と実の両親に電話し「子供を預かってほしい」と訴えたが、元夫と父親には断られた。母親からは「預かろうか」と電話があったが、被告はなぜか「様子を見る」と断った。

　行政にも助けを求めた。名古屋市の中区役所には、１２月８日付で中村被告が相談の電話をした記録が残っている。

　「子の面倒を見られない。一時保護してほしい」

　被告は後に、この時のことを法廷で証言した。区役所から紹介された児童相談所に電話し「一度来て」と言われたが、具体的な訪問日程などを提示されなかったという。

　「誰も助けてくれないと思った」

　被告はそう語った。ただ、児相側は被告からの電話について「記録がない」としている。この頃、区役所も本人に３回電話し、連絡を取ろうとしたが、被告は携帯電話に出なかった。
　　　　■

　中村被告は、徐々に現実から目を背けていく。翌１０年１月、子供の水遊びで部屋が水浸しになったトラブルを機に、大阪市へ転居。それから５カ月後の６月９日、被告は子供を置いてマンションを出た。クラブで友人と夜通し遊んだり、男性とホテルに泊まったり。５０日間、家に帰らなかった。

　当時の心境について、被告は法廷でこう語った。

　「子供のことは考えないようにした」

　虐待する親を多く支援してきた愛知県弁護士会の多田元（はじめ）弁護士は「育児放棄する親は、人とつながる力が弱く、少し困難にぶつかると無力に陥る。こうした親が『預かって』と言うのはよほどのこと。役所は『預かるから来てほしい』と応じるなど、機会を逃してはならなかった」と話す。

　　　　■

　事件に衝撃を受けた大阪では、母親を孤立させないよう支援する動きが出始めた。

　「いつでも連絡ちょうだい」

　昨年１１月、大阪市内であった母親対象のランチ会。主催した木村直美（まさみ）さん（３３）＝大阪府門真市＝が、子連れで参加したシングルマザー（３０）に語りかけた。

　木村さんは２歳から６歳の４人の子を持つ母親で、水商売の経験もある。事件を受け、１１年４月にひとり親を支援する活動を始めた。自身のブログ（http://ameblo.jp/mds-plehc/)でメールアドレスを公開し、４００人以上の母親の相談に乗ってきた。

　「泣いてる子を放ったらかしてしまった」と心配する親を「大丈夫」と安心させる。「休みの日の子供との過ごし方が分からない」という親は、親子とも自宅に招き、一緒に遊ぶ。木村さんは「子供を救うには、まず母親に寄り添うことが大事」と訴えている。

　　　　■

　中村被告は記者にあてた手紙の中で、返信を書いた理由をこう記していた。

　この事件は私の責任です。でも、子育てを独りでしている人もたくさんいます。（そうした）人から手紙を何通かもらいました。「私もいつ貴方（あなた）のようになってもおかしくなかった」と書いてくれていました。

　事件のことを書いて下さることで、今も悩んだりしてる方が若（も）しかしたらＳＯＳを出さなきゃと思うかもしれない。そんな人の相談にのってあげたいと思う（人が現れる）かもしれない。そう思うと、ぜひお願いしたいと思っていました。【反橋希美】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇母子支援制度、周知されず

　厚生労働省の調査（１１年）によると、１０年の母子世帯の年間収入は平均２９１万円で、子供のいる全世帯の平均所得の約４割。離婚した父親から養育費を受け取っているのは２０％だ。福祉施策を知らない人も多く、母子家庭の９４％が生活資金などを借りられる母子福祉資金を「利用したことがない」と回答。うち６８％が「制度を知らなかった」と答えた。
　ひとり親に支給される児童扶養手当を含め、支援制度の利用は基本的に住民登録があることが前提。中村被告は居住先の名古屋や大阪で住民登録をしておらず、弁護士に「住民票は何のためにあると思う」と問われると「分からない」と答えた。支援制度は逮捕後、拘置されていた別の母親らから聞いて知ったという。

・いじめ:被害届、即時受理　警察庁通達「主体的に対応」（1月24日）
　学校などでのいじめへの対応について警察庁は２４日、被害少年や保護者が犯罪として扱うよう求めた場合には、原則として被害届を即時に受理することなどを盛り込んだ対応策をまとめた。状況に応じ、教育現場の対応を待つのではなく「主体的に対応」するよう、同日付で全国の警察本部に通達する。

　被害届を巡っては、昨年８月、ストーカー事件などの教訓から「明白な虚偽または著しく合理性を欠く」ケースを除き「即時受理する」との方針を打ち出している。今回は、大津市の中学２年の男子生徒の自殺などでいじめ問題への社会的関心が高まったのを踏まえ、改めて徹底を図るという。

　通達は、いじめ問題に対する警察の基本的な考え方として「教育上の配慮などの観点から一義的には教育現場の対応を尊重」と明記した。

　その上でいじめを把握した場合には、被害者側の意向を重視して被害届を即時に受理すると共に、▽重大事件に発展する危険が高いと判断すれば、届け出を待たずに捜査に着手▽被害届を出さないケースでも学校側の対応に効果がみられない場合、被害者側の意向を再確認するなど主体的に対応する−−ことを求めている。

　このほか通達には、いじめの早期把握に向けた教育現場との連携強化策も盛り込まれた。

　具体的には、警察ＯＢらが警察と学校のつなぎ役を担う「スクールサポーター制度」を活用するなどとしている。【村上尊一】

http://mainichi.jp/feature/news/20130124dde001040021000c.html
・体罰・指導:／上　「助けて、お父さん」（1月29日）
　◇殴る顧問「熱心」と思いこみ

　単身赴任の父親に娘から電話がかかってきたのは、彼女が大学入学を間近にした２月のことだ。関西のスポーツ強豪校から推薦で大学進学を決めていた彼女は、泣き出しそうな声だった。「お父さん、言えなかったけど……。大学でクラブしたくない。気持ちも体もついていかないんや。助けて、お父さん」

　長女（２４）の叫びは、６年たった今も父親（５４）の耳に残っている。高校のソフトテニス部主将だった長女は、顧問の体罰や重圧で疲弊し切っていた。

　長女は中学からソフトテニスを始め、全国大会に出場経験もある公立高に入学した。そこでは、顧問の女性教諭によるげんこつや長時間の正座は当たり前。２年時に主将になると体罰は頻繁になり、試験前には部員が赤点を取らないため、勉強を教えるよう指示された。部員が起こした問題の責任を問われ、髪を短く切らされたこともある。しかし、体罰でできた頭のたんこぶを母親に見せながらも、「学校に文句言われたら嫌やから、お父さんには言わんといて」と口止めした。

　厳しい練習を経て全国大会出場を果たし、頑張る娘の姿は父親の目に輝いて見えた。「大学でもテニスを続けてほしい」と願う一方、対外試合で娘を殴る顧問を見ても「勝つため、娘のためにたたいてくれている」と受け取ってきた。

　３年の秋、私立大からスポーツ推薦入学の勧誘が舞い込んだ。うれしそうな表情を見せて進路を決めた長女だったが、すぐに元気を失う。父親に「助けて」と電話で打ち明けたのは、入部の２週間前だ。負けず嫌いの娘が発した初めてのＳＯＳだった。

　このまま進学すればどうなるかわからないと不安を覚えた父親は、高校に入学の辞退を申し出た。しかし学校は、「後輩のためにも行ってもらわな困る。“推薦枠”がある」の一点張り。体罰についてただしても顧問は話をそらしてしまう。３時間の話し合いの結論は、「進学した後に退部、中退してもよい」という妥協案だった。

　長女は入学後、大学のソフトテニス部の監督に真意を伝えた。予想外の反応が女性監督から返ってきた。「休部でいい。大学生活を謳歌（おうか）しなさい。あなたが高校で頑張ってきたのを私は見ていたよ。大学に来なさい

練習には一度も行かずに卒業し、いま社会人の長女は「失った時間を取り戻すかのように」おしゃれを楽しんでいる。学校と親の期待に押しつぶされそうだった高校時代については、「主将として死にたくなるくらいつらかった」が、「気合を入れてもらっていて、体罰とは感じなかった。何より先生が大好きだった」と受け入れている。父親はそんな今の娘に安堵（あんど）しながら、こう思っている。「寸前で乗り越えることができた。桜宮の子と紙一重やった」
　　　　◇

　大阪市立桜宮高校バスケットボール部主将の男子生徒（当時１７歳）が顧問の体罰を受けた後に自殺して、１カ月が過ぎた。悲劇が繰り返される教育の現場を追った。

・論ステーション:学校と体罰　内海千春さん／結城忠さん（1月30日）
　＜おおさか発・プラスα　オピニオン＞

　大阪市立桜宮高校２年男子生徒の自殺は、学校教育の現場に体罰が根強く残っている実情を明らかにした。児童生徒への指導はどうあるべきなのか。問題が起きた時、学校側にどのような対処が求められるのだろうか。

　◇教諭「評価」に構造的欠陥−−全国学校事故・事件を語る会代表世話人、内海千春さん

　小学校６年生の長男が９４年、自殺した。ポスター製作のことを担任教諭に質問すると「何回同じこと言わすねん」と顔などを数回たたかれ帰宅した後だった。損害賠償を求めた訴訟で裁判所は「教諭の体罰は単なる暴行」と判断し、自殺との因果関係も認めた。

　長男が自殺して間もなく、学校が関係した事件・事故の遺族と「語る会」の前身団体をつくり、支え合う活動を続けている。全国から相談があるが、自殺の原因は「教師による指導」が「いじめ」と同じぐらい多い。

　英国などでも教師の体罰は容認されていたが、条件や限度を厳しく規定していた。日本の体罰の大半は、教師の感情による暴行だと思える。言うことを聞かないので手を上げ、生徒が従うと成果が出たと思い、それ以上指導のスキルは上達しなくなる。「体罰＝厳しい指導」と思われがちだが、指導技術が未熟なのだ。

　実感として教師の体罰は減っているが、部活動では温存されている。教師の力が圧倒的に強い閉鎖的な世界で、生徒を勝つための道具にするという本末転倒なことも起き、そのために何人の子どもをつぶしたのかも検証されない。子どもの技術を高めるなどプラスの変化を起こさせるのが教諭の本来の役割だ。

　だが、生徒の問題行動を指導によってやめさせて「マイナスをゼロ」にしても評価されない。一方で部活動で体罰をしようが、目に見える成果を上げれば、その教諭の将来につながる。評価の仕方に構造上の問題がある。

　大阪市立桜宮高校の場合、普段から教師と生徒とがどういう関係だったのかという視点での調査が必要だ。体罰の是非に焦点を当てるのではなく、亡くなった生徒の立場から、どのような言動によって追い詰められたのかについて全容を解明しなければ、本質に迫れない。

子どもが自殺しても学校や教育委員会は事態を沈静化しようとするばかりで、いじめの事実などを一部認めても自殺との因果関係を否定する。「自殺は家族の問題」と責任転嫁する言動もあり、遺族は傷つけられ、孤立し、２次被害を受ける。それでも遺族は互いにつながり、思いを発信できるようになっている。これまでの隠蔽（いんぺい）体質では、学校側は信頼を失うばかりだ。
　学校が遺族へのケアや在校生への指導という課題に自ら取り組むことは難しい。語る会は、事実究明に向けた第三者機関設置を文部科学省に求めている。事例を積み上げ、共通の問題点を洗い出し、現場にフィードバックする制度も必要だ。

　第三者委員会は設けられるようになったが、調査の目的を明確にし、調査で明らかになった課題をその機関が責任と権限を持って解決できる体制に整備しなければ、再発防止に取り組めない。【聞き手・亀田早苗】

　◇「指導」拡大解釈に歯止めを−−白鴎大教授（学校法学）・結城忠さん

　学校制度ができた１８７２（明治５）年の７年後には体罰禁止が教育令に明記された。これより早く体罰禁止条項を設けたのは７カ国だけである。日本は１３０年余、法律上はほぼ一貫して禁じてきたにもかかわらず、戦前の学校では野放し状態だった。「愛のむち」という言葉があり、とりわけスポーツの部活動では有名無実化している。大阪市で高校生が自殺した問題をみても明らかだ。

　英国や米国は当初、体罰を認めていた。親の懲戒権が学校に委任されるという「親代わりの理論」が伝統的に存在していたのだ。しかし１９８２年に欧州人権裁判所が「英国の体罰制度は欧州人権条約違反」との判決を出したため、英国は８７年に「体罰放棄」を明記した教育法を施行した。米国でも７０年代以降に同様の流れが強まり、０７年現在で５０州のうち３０州が禁止した。

　日本では校内暴力の嵐が吹き荒れた８０年代、教員が力で生徒を抑え込む傾向が強まる中で、自殺や傷害致死で死に追いやられた子供たちがいた。生徒指導の名の下に「やり過ぎ」が社会問題化した。

　学校教育法は校長や教員は児童生徒に「懲戒」を加えることができると定め、懲戒に当たって「体罰を加えることはできない」と規定している。何が体罰に当たるかは文部科学省の通知で一定の基準が示されているが、個別のケースごとに判断せざるを得ないのが実情だ。

最高裁は０９年、熊本県で小学２年の男児が臨時教員から体罰を受けたと主張した訴訟の判決で、指導目的であれば「有形力の行使」が許されると判断した。しかし、学校で教員がなす行為は指導目的と推定される可能性が高い。拡大解釈されて歯止めが利かなくなる危険性がある。
　体罰を容認していた当時の英国では一定のルールがあった。むちや板、素手でなされたが、対象部位は尻や手の甲に限られ、児童生徒の名誉心を損なう体罰も禁じられ、第三者の立ち会いを求める地域もあった。教員個人ではなく学校の権限にしていたため、大阪市のような体罰は起こりようがなかった。日本は教員個人の考えで体罰を加える点で大きく異なる。

　生徒指導困難校などで生徒の暴力で教員がけがをする場合もある。正当防衛に当たるようなケースで、教員が有形力を行使しても違法な体罰に当たらないことを踏まえる必要がある。

　その上で体罰以外で規律を維持するために、欧州のように子供の成熟度や判断能力に応じて責任を問う仕組みを作るべきだ。ドイツでは義務教育段階でも退学や停学、授業からの除外など懲戒処分が細かく設定されている。日本でも懲戒制度を整備し直す必要があるのではないか。【聞き手・苅田伸宏】

・大津・中２自殺:親子アンケ導入へ　いじめ発見狙い、来年度から−−市教委　／滋賀（1月30日）

　大津市立中学２年の男子生徒が自殺した問題で、市教委は２９日、親子が家庭で一緒に回答できる定期的なアンケートを、来年度導入する方針を明らかにした。いじめを含む学校生活での異変の早期発見につなげ、家庭との連携も促進する狙い。

　市役所で開いた市教委いじめ対策検討委の第９回会合で、市ＰＴＡ連合会の笠川克美会長ら５人と意見交換して方針を確認した。

　現在、市教委は全５５小中学校に学期ごとのアンケート実施を指示しているが、子どもから学校では本音を答えにくいとの声があった。また、保護者対象のアンケートも検討したが、保護者と子どもが学校生活の現状を話し合うきっかけにするため、同じ用紙に答える方式を提案。ＰＴＡ側も理解を示した。具体的な調査方法や頻度などは今後検討する。

　また、教員がアンケートに依存せず子どもの異変を察知する能力を養うため、研修方法を改めることや、学校と地域の連携を深める必要性が議論された。【千葉紀和】

http://mainichi.jp/area/shiga/news/20130130ddlk25040493000c.html
・体罰・指導:／中　教諭苦悩「境目は」（1月30日）
　◇「子供への思い」伝わらず

　頭をたたいたはずの右手は、思いがけず耳に当たった。５０代の男性教師に力を込めたつもりはなかったが、小学６年生の男児の鼓膜は破れた。懲戒処分（減給）を受け、男児の両親から「体罰だ」と激しく責められた。「鼓膜が破れたのだから仕方ない。でも、それまで積み重ねた取り組みは関係なく、『体罰』というレッテルで全て否定されてしまった」。関西の小学校で起きた２年前の出来事を顧みながら、教師には今も複雑な思いが残る。

　この学校には虐待や経済的困窮など、課題のある家庭の子が少なくない。男児もその一人でいじめへの加担や問題行動があったが、時に厳しくしかりながら、複数の教師で声をかけたり頭をなでたりしてきた。男児はよく制服のボタンを外して教師に駆け寄ってきた。「ちゃんと留めや」と言ってボタンを留めてあげると、にっこりと笑った。

　成長に手応えを感じていたあの日。男児は授業中に悪ふざけして友達を怒らせた。落胆が胸を覆い、「何してんねん」と言って１回たたいた。両親と学校との関係がこじれると、男児は教師に物言いたげなそぶりを見せるものの、以前のように笑いかけることもなくなった。中学に進学した男児は問題を起こし、孤立していると聞く。悔いが残る。「あの子への思いをいくら説明しても、親には聞く耳を持ってもらえなかった。あの出来事さえなければ、もっと何かやれたのに」

　　　　　◇

　大阪府内の中学の男性教師（５９）は、３０年前の教え子を「先生」と呼ぶ。荒れた学校で校内暴力やシンナー吸引はざらだったが、３年間担任した学年は珍しく落ち着いていた。だが卒業式直前、校舎の窓ガラスが大量に割られる。名乗り出た男子生徒に思わずつかみかかると、予想外の言葉が返ってきた。「そうやってすぐ殴るから嫌なんや」。教師は「『いい学級を作った』と思っていたが、子供は殴られるからおとなしくしていただけだ。恨みと憎しみを残しただけやった」と気付いた。衝撃だった。

　生徒と正面から向き合い、生徒から学ぶ姿勢を忘れない−−。それが信条になった。一方で「形はともあれ、力を使ってない中学なんてないのでは」とも思う。

　認められる「力の指導」と許されない体罰との間に、線を引けるのか。村山士郎・大東文化大教授（教育学）は「教育的な体罰と教育的でない体罰を線引きしても、『子供のことを思ってやった』と言い訳しても、子供にとっては全て体罰でしかないことが多い」と警告する。それでもなお、現場の悩みは深い。

http://mainichi.jp/feature/news/20130130ddm041040103000c.html
・いじめ対応マニュアル:作成、教員向けに県内初統一　防止、早期発見へ　県警への情報、前年比３倍超　／静岡（1月30日）

　県や市町の教育委員会などで構成する「県・市町教育委員会代表者会」は、このほど初めて県内で統一した「県いじめ対応マニュアル」を作成。いじめの早期発見のための視点や手立てなどを教育現場に示し、対策を強化している。県警少年課によると、同課が把握している「いじめに関する情報」の昨年の件数は２２件と、減少傾向から増加に転じ前年比３倍以上になった。【山本佳孝、荒木涼子】

　マニュアルは教員向けで、（１）いじめの未然防止（２）いじめの早期発見・早期解決（３）関係機関等との連携−−の３本柱で構成。県内の県立学校や私立学校に配布する。

　いじめの早期発見のため、▽理由のはっきりしない遅刻や欠席がないか▽グループを作るときにいつも最後まで残っている子どもはいないか▽一緒に遊んでいる友達に異常なほどの気遣いをしていないか−−など、いじめられている子どもが出すサインをまとめた。定期的に無記名アンケートを実施し、子どもの様子やいじめの有無を把握するなどの手立ても盛り込んだ。マニュアルは年度ごとに見直していく予定。

　県警少年課が把握する、昨年１年間に寄せられたいじめに関する情報は２２件で、０８年の２８件から１１年の６件まで減り続けた傾向が一転した。同課によると、大津市の男子中学生の自殺などいじめ問題への社会的関心が高まった昨年７月以降、多く情報が寄せられているという。

　内訳は小学生４人▽中学生１６人▽高校生２人。いじめの内容は、乱暴１３件▽お金を要求するなどのたかり２件▽無視・仲間はずれ１件▽その他６件−−だった。

　同課の担当者は「独りで悩まないで専門職員がいる少年サポートセンターに相談して」と呼びかけている。問い合わせは同センター（０１２０・７８３・４１０）。

http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20130130ddlk22100183000c.html
・体罰・指導:／下　「強制」から「自発」へ（1月31日）
　◇コミュニケーション力高め

　約２時間の練習で、監督の指示は締めの言葉だけだった。「足りないところを自分で伸ばし、徐々に力を付けてください」。広島県立安芸南高（広島市）サッカー部の畑喜美夫（はたきみお）監督（４７）は、選手の自主性と想像力を育て、前任校を日本一に導いた。苦悩する教育現場にあって、力に頼らない指導が芽生えている。

　「子供が頑張りたくなる環境を作り、動き出す瞬間を待つ。暴力でも子供は動くかもしれないが、指導力がないと認めるようなものだ」。全体練習は週２日で、週末は試合。残り３日は自主練をしても遊んでもいい。不足する技量や改善策を自ら考え、動く。試合の出場メンバーや戦略も選手が決める。放任に見えるが、未熟な戦略や練習計画は監督が徹底的にただす。キャプテンの小田原雅也さん（２年）は「勝っても負けても自分の責任なので、よく考え、努力する」と自負する。

　県立広島観音高（同市）は畑監督着任８年目の０３年に全国大会に初出場し、０６年のインターハイで初優勝。今も力は全国レベルだ。１１年に異動した安芸南高でも、指導法は揺るがない。

　選手との関係は密で、全体練習のない日は自主練の内容から体調、デートの様子までノートに書いて報告させる。そこから選手を鼓舞する言葉を考え、練習内容を助言する。「強制で育った子供は社会でも指示待ち人間になる。将来につながる力を育てるのが第一だ」。視線は卒業後に向く。

　　　　◇

　大阪府立茨田（まった）高校（大阪市鶴見区）は、コミュニケーション力を伸ばす指導に取り組む。中退率も低下し始めている。

　かつては「評判の良くない学校」だった。授業中にうろつき、廊下で寝そべる生徒を連れ戻そうと腕をつかむと、「触んな、体罰や」と敵視された。生徒指導の徹底と同時に０６年に始めたのが、コミュニケーション力の向上だ。「俺のことを分かってない」と反発する生徒は、教師に思いを伝えられていなかった。

　友人間のトラブルの仲裁役として話を聞き、解決を図る「ピアメディエーション」に特に力を入れる。１月にあった３年の授業では、辞書の貸し借りなど身近なトラブルを想定。間に入る生徒が両者の本音を引きだそうと苦心していた。

　教師のコミュニケーション力も向上した。中村光男校長は「『なんで言うことを聞かんのや』と怒る教師自身が、うまく思いを伝えられず、腹立たしさで手をあげてしまうこともある」と考える。「体罰とコミュニケーションは正反対の関係。全国でこの取り組みが広がれば、体罰も少しずつ減っていく」と信じている。

http://mainichi.jp/feature/news/20130131ddm041040109000c.html　　　

＊読売新聞
・体罰で処分された教職員、年400人・・・文科省（1月8日）

　文部科学省は、２００６年度、体罰について「いかなる場合も行ってはならない」と通知するなど、体罰禁止を打ち出している。

　通知では、「体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがある」と指摘。体罰にあたる行為として▽殴る、蹴るなどの身体に対する侵害▽正座などの特定の姿勢を長時間にわたって保持させるような肉体的苦痛を与える行為――を挙げている。

　同省によると、全国の小中高校と特別支援学校で、体罰を理由に処分された教職員数は０２年度以降の１０年間、年４００人前後で推移。

　１１年度は４０４人（うち１２６人が当事者として懲戒処分）で、内訳は〈１〉中学校１８０人（４４・６％）〈２〉高校１３９人（３４・４％）〈３〉小学校８１人（２０％）〈４〉特別支援学校４人（１％）。このうち１１０人が部活動に絡むものだった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130108-OYT1T00876.htm
・教育ルネサンス　立ち直るあした
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（１）医療少年院「器用さ」訓練（1月11日）

　「けっこう楽しい」と人気の授業が宮川医療少年院（三重県伊勢市）にある。

　ゲームのような課題に挑戦したり、身体を様々に動かしたりする「認知作業トレーニング」だ。訓練で不器用さの改善が見込める少年が対象だが、うわさを聞いて「参加したい」と希望する在院者も多い。

　家庭裁判所の決定により、おおむね１２歳以上の非行少年に矯正教育を行う全国５２の少年院。短期なら６か月、長期で１年程度、個別の処遇計画に基づき、生活改善の訓練などに取り組む。このうち４施設ある医療少年院は、心身に疾患がある少年を収容する。

　認知作業トレーニングは、知的障害や情緒障害の少年が対象の「特殊教育課程」がある同院が、通常の生活訓練に加えて行う独自のプログラムだ。在院する１３～２０歳の約８０人のうち、特に不器用さが目立つ少年らに、社会復帰後に必要な体の動かし方を、繰り返すことで習得させる。

　例えば、昨年１１月８日の授業。新聞紙を丸めた棒を１本ずつ渡された１７～２０歳の８人が輪になり、全員同時に棒を右の人に投げ、左手で受け取る。取りやすく投げないといけないし、反対側への注意も必要になる。

　次は２人一組で、互いに背中を付けたまま床に体育座りし、背中を突っ張ったまま立ち上がる。押し合う感覚がつかめないとすっと立てない。

　教官のポーズをまねるコーナーは、一人が見て口でみんなに伝達する。「左足を曲げて『命』の字みたいにします」との説明に、「手のひら、頭はどうするの」との質問が。

　積み木ゲームは、１分間で一番高く積み上げた組が勝ちだ。崩れても負け。周りを見て、勝ちそうならそこで止める判断も必要だ。

　様々な課題に挑戦すること１２０分。授業を受けた少年の一人は、「あっという間に終わった」と話していた。

　指導した林賢太郎教官（３５）は「ばらつきはあるが、注意深く見て動作を言語化し、説明する力、体を制御する力がつく。見方が変わると行動が変わります」と説明してくれた。

　発達障害や知的障害の少年は、複数の動作を関連づけてするのが苦手だ。的確な対応ができずにトラブルを招き、非行の遠因にもなる。

　同院に就労経験がある少年は多いが、大概、職場を転々としている。「料理をドンと置いてしまい、客に怒られた」「建築土木現場で言われた通りやっていたのに、親方に危ないぞとどなられた」など、苦い体験が頻繁に聞かれる。

　プログラムは、そんな少年たちを何とかしようと、同院の精神科医、宮口幸治技官（４７）が、大学の作業療法士らの協力を得て３年がかりで開発、昨春導入された。３か月１０回の構成で、複数の教官が補助しながら進めている。

　この授業はみんな生き生きしている。「引きこもり気味で硬い表情だった子が、初めて笑顔を見せた。一つでもできると達成感が持てる」と、土屋亮庶務課長（３９）。不器用さを克服する試みが、思わぬ効果をもたらしている。

◇

　少年院は教育的施設だが、刑務所のような施設でもある。広島少年院の法務教官による在院者への暴行・虐待事件の発覚がきっかけとなり、１９４９年施行の少年院法が抜本的に見直され、昨春、改正案が閣議決定された。

　改正案では、在院者の権利義務と職員の権限のほか、曖昧だった矯正教育の目的内容も明確にされ、再非行防止へ機能充実が期待されている。

　新しく脱皮しようとする矯正教育に焦点を当てる。（坂井伸行）

　メモ　心身に著しい故障がない場合には、年齢や犯罪傾向などに応じ、初等少年院（１２～１６歳）、中等少年院（１６～２０歳）、特別少年院（１６～２３歳）に収容される。処遇期間は、早期改善が望める場合は特修短期（４か月以内）、一般短期（６か月以内）。短期がなじまない場合は長期（２年以内）となる。女子少年院は９か所ある。在院者数は２０１１年で３４８６人（女子は３２９人）。

　特殊教育課程　情緒的未成熟で社会適応が難しい少年や、知的障害の少年を対象にする少年院の処遇課程。これらの障害が非行の背景として問題になる中、この課程の少年の割合は２００２年の４・２％が、２０１１年には６・２％に増えている

（２）更生　親子で話し合う（1月12日）
　１６～２０歳の約５５人が在院する中等少年院・市原学園（千葉県市原市）。

　敷地内にある戸建て住宅風の建物で昨年１１月初め、マサル君（１８＝仮名）と両親の「特別面会」があった。東海地方の実家に住む母親と、長年別居中の父親が早朝から駆けつけた。

　玄関で履物をそろえるマサル君を見て、「うちでは、やったことがないのに」と驚く母親。数か月ぶりで息子に会った父親も、「穏やかな顔つきになった。規則正しい生活で心身が浄化され、本来の１８歳に戻ったようです」。息子の変化を感じた瞬間だ。

　特別面会は、仮退院が近い少年を対象に、社会に出てから予想される問題に親子で向き合ってもらうのが目的だ。多くの少年院が同様の機会を設けている。市原学園には、家族で落ち着いて過ごしてもらえるよう、座敷や炊事場などを備えた戸建ての「家庭寮」があり、特別面会もここで行われている。

　面会では、〈１〉今までの行動を振り返る〈２〉悪友との絶縁の仕方〈３〉被害者への謝罪〈４〉社会人としての責任と生活設計〈５〉家族との過ごし方――などの課題をあらかじめ本人に渡してある。「本人も答えを考えています。親子でよく話し合ってください」。担任の武田侑紀教官（２７）が声をかけ、親子だけの３時間が始まった。

　マサル君は、高校受験に失敗し、とび職になった。傷害で逮捕され、保護観察中に中学の後輩から金を奪おうとしてまた捕まり、この少年院に来た。父親不在の中で不良行為が見過ごされ、家庭への不満が反抗的な言葉や不良交友に傾いた一因とされた。

　予定時間が過ぎ、武田教官が部屋を訪ねて、「就職先が決まっていないのが気がかりですね」と話しかける。「ハローワークで探すしかない」と父親。母親は「出てから、ふらふらしないといいんですが」と心配する。交友関係については、「悪友の誘いを断れるかどうか」（父親）、「今後は報告、連絡、相談をきちんとし、何でも話し合おうと約束しました」（母親）。

　両親が帰った後、マサル君に気持ちを聞いた。「父とは一緒に暮らしたことがなかったけど、これからは近い存在と考え、接していきたい。母には不満が多かったが、今後は感謝して罪滅ぼししなければ。悪友とつきあわず、しっかりと仕事をしたい」

　佐野雅之首席専門官（４９）は「本人が変わっても親が変わらないと。歯止めをかける親の役割が重要」と語る。親子で絆を結び直すことから更生は始まる。（坂井伸行）

　メモ　少年院在院者（２０１１年）の家庭は、保護者が実母だけの割合が最も多く、男子３９．２％、女子４５．３％で年々上昇している。実父母がそろっているのは、男子３４．３％、女子２６．７％で、０４年の男子４６．１％、女子３５．９％から大きく低下した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130105-OYT8T00233.htm
（３）キレない心と態度　練習（1月17日）
　帯広少年院（北海道）に在院するコウジ君（１７＝仮名）とテツヤ君（１８＝仮名）は、かつては性格が合わず、よく衝突した。

　「手伝おうとしているのに受け入れようとしなかった。あまりに頑固で」と、広汎性発達障害のコウジ君。一方、軽度知的障害のテツヤ君は、「いじめられた経験から被害妄想になり、誰も信じられなかった」。それが昨年４月に始まった対人関係向上の授業のおかげで、互いを思いやれるようになった。今では２人とも「相手に感謝している」と口をそろえる。

　知的障害や発達障害の少年に対応する「特殊教育課程」がある神奈川医療、宮川医療（三重県）、中津（大分県）の３少年院は、近年、満杯の状態。このため、昨年春、全国４か所目として、中等・特別少年院を併設し、１６～２０歳２８人が在院する帯広に、この課程が新設された。

　昨年１２月４日、家庭裁判所、地方検察庁、保護観察所、教育庁などの関係者約４０人を招き、公開授業が行われた。対人関係が苦手な少年がキレないようにするため導入したセカンドステップの成果を披露するのが趣旨。１回９０分、全２８回のプログラムで、この日は任官３年目の今井貴裕法務教官（２５）が指導した。

　コウジ君ら７人が取り組んだのは、人物の写真を見て表情などから気持ちをくみ取り、共感すること。最初の写真は、子犬がいなくなって下を向いている男の子の肩に、隣の子が手を載せて声をかけている場面だった。

　「この２人はどんな気持ちですか。同じ意見でもいいから発言してね」と今井教官。「犬に逃げられ裏切られた気持ち」「悲しい理由を聞いて慰めようとしている」。手を挙げて少年たちが答える。

　今度は今井教官を相手に、聞き役をさせる。相手の話を引き出すには、目線、相づち、姿勢が大事であることをまず復習。その上で、今井教官がわざと話題を変え、投げやりな態度をして見せる。

　「こんな対応だとどうですか。思いやろうとする気がなくなりますよね」。こうしていくつかの場面を想定し、具体的にこうすればいい、という技術を習得していく。

　「非行少年は対人関係で失敗している。障害のある少年は空気を読むのが下手。この授業は現実的なので身に着きやすい」と教育担当の青木治首席専門官（４８）が説明した。

　社会復帰後に必要な人との接し方を、一から丁寧に教えている。（坂井伸行）

　セカンドステップ　衝動的攻撃的な行動を和らげるための教育プログラム。１９８０年代、アメリカのＮＰＯが、「ファーストステップ」の性的虐待防止プログラムに次いで開発した。欧米を中心に多くの国で取り入れられている。日本で実践するには、「ＮＰＯ法人日本こどものための委員会」の研修会で学ぶ必要がある。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130110-OYT8T00253.htm
（４）被害者視点　親子で学ぶ（1月18日）




美術クラブに所属する少年が描いた作品が並ぶ市原学園の美術室。保護者会などが開かれる時は、クラブ活動の取り組みを紹介するコーナーも設けられる

　「とても悲しいお話で苦しかったです。罪を深く反省し、被害者の恨みの気持ちを忘れてはいけないと思いました」（在院者の少年）

　「親としては二度と事件を起こさないよう子どもと話し合いたい」（保護者）

　５５人が在院する中等少年院・市原学園（千葉県）で昨年１０月１１日、「親子交流会」があった。犯罪被害者の講演も行われ、ある親子はそんな感想を書いた。

　講師は、４年前、千葉県香取市で、銀行員の息子（当時２４歳）の命を少年（同１９歳）に奪われた沢田美代子さん。少年が父親にしかられた腹いせに「誰でもいいから」と、軽トラックで通行人をはね飛ばした事件だった。

　少年の身勝手な行動で、突然命を落とした息子の無念。一生癒えることのない家族の悲しみ。二度と過ちを犯してもらいたくない――。１時間にわたり、切々と思いが語られた。

　この日の催しは２部構成だった。午前中は秋空の下、グラウンドでのスポーツ大会。「家族の笑顔は希望の光」と大きな字が書かれた横断幕が掲げられ、親子が協力しながら種目に取り組んだ。保護者たちは、「子どもがこんなに頑張る姿を見たのは初めて。感動した」「何気ない言葉から成長した様子を感じた」などとわが子の変化を喜んだ。

　講演は、家族ごとに弁当で昼食をとり、近況を交換した後の午後、被害者視点を取り入れた親子合同学習として行われた。

　楽しいひとときから、がらりと変わって犯罪という現実に目を向ける。この少年院は犯罪傾向がそれほど進んでいない少年が多く、半年たたずに仮退院する例が大半だ。それだけに、親子で真剣に受け止め、罪をあがなう意識を共有してもらいたいという思いが込められている。

　犯罪被害者は、被害者参加人として出廷して審理に加われるようになるなど、司法の場でその権利、立場が重視される傾向にある。政府の犯罪対策閣僚会議も昨年７月、「（加害者に）犯罪被害者の苦しみを理解させ、謝罪に向けた動機付けの強化を図る。修復的な取り組みの導入を検討する」とする再犯防止に向けた総合対策を決定した。加害者には、被害者と向き合うことも求められている。

　再教育、更生という目標が優先され、被害者が視野に入りにくかった少年院でも、被害者視点の教育が柱の一つになっている。（坂井伸行、写真も）

　メモ　犯罪の加害者と被害者が直接的に対話し、被害の回復、関係の修復を図る修復的司法の考え方は、ニュージーランドの少年司法などに取り入れられている。加害者が真摯に反省し立ち直ることも目的だが、被害者側の処罰感情によっては受け入れが容易ではない面もある。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130111-OYT8T00258.htm
（５）行事やクラブで達成感（1月19日）
　間違った振る舞いは許されず、逃げずに取り組むことが求められる少年院の矯正教育。

　悪かった部分を改め、努力をしているかどうかで評価される。そうした厳しさの中、行事やクラブ活動は少年たちの心のオアシスだ。

　静岡市の初等・中等少年院、駿府学園では、八十八夜の時期に近くの茶畑で「茶摘み会」が開かれる。４０年以上続く同学園の名物行事。家族を招き、全員が院外で活動するのは全国でも珍しい。昨年５月の会には、１４～１７歳の在院少年４７人に、各地から駆けつけた家族約８０人、保護司ら来賓約５０人、職員約４０人が参加した。

　竹かごを持ち、連れだって１キロほど歩いて茶畑へ。到着すると家族ごとに分かれ、茶摘みが始まった。久しぶりに会う息子の表情をよく見ようと手を止める母親。一緒に来た弟や妹に、少年が「先端の葉から１枚ずつ摘むんだよ」と教える姿も見られる。

　地元保存会による手もみ製茶の実演も見学。昼食を兼ねた交歓会では、少年たちが出来上がったばかりの製茶を使い、家族にお茶をふるまった。

　さわやかな風に吹かれて

　茶摘み会

　家族の絆結ぶひととき

　短歌を作るコーナーで少年がひねった一首だ。桑山龍次次長（４９）は「親との関係がまずくて非行に走る子が多い。頑張って向上しようとしている子の姿を見て、親も本気になってほしい」と話す。

◎

　１７歳以上の少年約１８０人を収容する多摩少年院（東京都八王子市）で昨年１０月初め、恒例の大運動会が行われ、五つの学寮に分かれての対抗戦は熱気にあふれた。

　平均１１か月半と収容が長めの少年院で、美術、書道、バレーボール、剣道などのクラブ活動が活発だ。この日も音楽クラブが昼の休憩時間に練習の成果を披露し、保護者らから拍手を浴びた。

　昨年１２月半ばには演劇祭。寮ごとに担当教官と相談して演目を決め、台本を作り、週末を使って大道具、小道具を製作した。それぞれの少年に役割が与えられ、決まりを守れないと参加が認められない。そうしたプロセスを通じ、学校で身につけられなかった対人関係をやり直す。

　同少年院の吉田和成教育調査官（４６）は「楽しいだけでなく、目的に向かって協力し成し遂げる。彼らがなかなか味わえなかった達成感が得られる機会」と話している。（坂井伸行）

　メモ　矯正教育には、生活指導、職業補導、教科教育、保健体育、特別活動の５領域がある。各領域で向上心を喚起し努力を促すため、審査により処遇段階が２級下→２級上→１級下→１級上と進級するに従い、生活上の制約が緩和される。「１級上生」になると仮退院の審査が始まる。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130112-OYT8T00493.htm
（7） 瞑想で自分見つめる（1月23日）
体育館に集まった少女たちが、床にマットと座布団を敷き、あぐらの姿勢になった。

　「足は楽に組んでください。目と口を閉じます」と講師の静かな声だけが響く。「鼻で呼吸をします。呼吸を整える必要はありません。鼻から空気が出たり入ったりする時、どのような感覚か、そこに注意を集中し観察します」

　＜ボーン＞と鐘の音。冷気がいちだんと張りつめる。

　１４～２０歳の約３０人がいる女子少年院・筑紫少女苑（福岡市）では、再非行防止に有効な授業を積極的に取り入れようと、一昨年５月からEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(めいそう),瞑想)法「マインドフルネス」を導入している。

　このプログラムに精通している九州産業大学臨床心理センター相談員の吉村仁さん（４２）を講師に、講話や質疑応答を含む５０分授業を毎週水曜に行うほか、毎夕食後の１５分瞑想を日課としている。

　授業は４回が１クール。〈１〉全身の力を抜き、自然な呼吸を観察するうち、過去や未来へ心がさまようことに気づく〈２〉痛みやかゆみ、感情、衝動にすぐ反応せず、ただ観察していると解消していくことに気づく〈３〉自分の幸せを願い、次いで親しい人や嫌いな人、苦しんでいる全ての人の幸せを願う――といった瞑想を繰り返す。狙いは、衝動性、攻撃性を緩和し、苦しみの原因や傾向に自分で気づいてもらうことだ。

　当初、少女たちは「眠くなった」「意味が分からない」と戸惑った。だが、回を重ねるにつれ、彼女たちの毎日の記録には、「いつも何か考えてしまっている自分に気づいた」「人の幸せを考えたらとても穏やかな気持ちになった」「感情に巻き込まれない生活をすることで、心に余裕が生まれた」など、自らの変化に気づく記述が見られるようになった。

　収容される少女の３割が、覚醒剤やシンナーなどの薬物経験者。「気持ちの問題」と精神論で片づけられがちだが、依存症となると気合だけではやめられない。藤原尚子首席専門官（３８）は「瞑想を用いた薬物再使用防止プログラムには効果があるというアメリカの研究結果もある」と期待する。

　自分の行動・思考パターンを知り、何が再使用の引き金となるかを気づかせる。人によってそれは、シンナーを入れるペットボトル、カラオケボックス、悪い仲間だったりする。それらを避け、使いたい気持ちを切り替えるにはどうしたらいいか。自分を客観的に眺めるもう一人の自分を作るのに、瞑想が役に立つ。（坂井伸行）

　メモ　マインドフルネス（ｍｉｎｄｆｕｌｎｅｓｓ）は「気づき」「注意を集中する」という意味の英語。ブッダの瞑想法から始まったが、宗教性を排して世界に広まった。アメリカやインドの矯正施設では収容者の敵意やストレスを低減させたという報告がある。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130116-OYT8T00627.htm
（７）復興へ歩む福島　自分も（1月24日）




本番に向け練習する教官たち。「一生懸命伴奏していたから」と話す少年も（福島少年鑑別所で）＝菅野靖撮影
　「今、暮らしている地域で、自分はどうするか、どう生きるか、思いを共有してみよう」と教官が話しかける。

　福島少年鑑別所（福島市）では、少年たちに自らを振り返ってもらうため、「復興福島」と銘打ったグループワークを行っている。

　１時間の討議と、作文の作成、発表会の３部構成。東日本大震災の体験を生かそうと、２０１１年の夏に始まった。新規入所者のうち希望者を対象に、３か月程度に１回実施。昨年６月の回には、収容間もない金髪、茶髪など、やんちゃそうな１６歳前後の少年８人が参加した。

　まず、発案者でもある熊谷康之統括専門官（４４）が、避難所での生活で、心ない人の言葉に傷つき、不快な思いをしてもなお頑張りたいという中学生の作文を紹介。「あなたは地震の時どうでしたか」と水を向ける。すると「自分もしんどかった」という声が、少年たちから出てくる。

　原発の位置や、広がった避難地域も地図で確かめた。最後に、「未来の自分に誓うこと」というテーマで考えをまとめる宿題が出された。

　宿題の作文は自由時間に自室で書く。参考にしてもらうため、前回の「復興福島」で少年たちが書いた作文の朗読が、館内放送で流される。

　書き上げた作文の朗読会が後日開かれた。

　「周りに迷惑をかけ自分だけよければ、というのをやめる。被災者にも役立つようになりたい」

　「支えや思いやりの大切さを知った。同じ福島で、こんなことをしている場合じゃない。未来も今も生きることを大切にやっていく」

　ちょっとした刺激で出てきた少年の素直な気持ちと態度。「そんな体験、僕らもしたよね。悪さしている場合じゃない。二度としない。できれば人のためになりたい」という思い。佐藤健司首席専門官（４５）は「打てば響く。狙い通りでした」と話す。

　朗読会の後、教官の伴奏でみんなで歌う。悩み多き君が未来への手紙を書いているというアンジェラ・アキ「手紙～拝啓　十五の君へ～」。そして猪苗代湖ズ「Ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ　＆　Ｉ　ｎｅｅｄ　ｙｏｕ　ふくしま」。ばかばかしくて歌えないやと真っ先に言いそうな少年たちが声を出して歌う。

　誰もが抱えているような問題が、非行へと結びつく。何が問題なのかを気付かせるために、「君自身の復興」を働きかけている。（坂井伸行）

　メモ　少年鑑別所は、家庭裁判所の決定で送られてきた少年らについて、面接や行動観察などを行い、資質、非行要因を分析し、改善のための意見などを付けた鑑別結果通知書を作成する。家裁の審判や、保護処分決定後の少年院、保護観察所での処遇の参考にされる。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130117-OYT8T00257.htm
（８）少年院ＯＢ　「後輩」支援（1月25日）




ＫＲＩＳの代表を招いたシンポジウム。スウェーデンでの取り組みが報告された（１３日、立教大学で）

　「俺、実は少年院出身なんすよ。先生はどこの先生だったんですか」

　「浪速少年院だよ。大阪の」

　「え、そこにいたんです俺」

　２００５年８月、東洋大学で犯罪社会学を教えていた教員に、２２歳の学生が打ち明けた。少年院出身者が出院者を支援するＮＰＯ法人「セカンドチャンス！」が結成される最初のきっかけだった。

　教員は、元法務教官の津富宏さん（５３）（現・静岡県立大学教授）。０２年に１９年間勤めた少年院を辞めた後、いくつかの大学で教えていた。学生は、後にこのＮＰＯ法人の理事長になる才門辰史さん（３０）だ。

　それから３年後の０８年、研究でスウェーデンに行った津富さんがたまたま訪ねたのが、元犯罪者による自助組織ＫＲＩＳ（クリス）だった。明るい雰囲気で、若者が施設を出た非行少年の面倒を見ていた。

　出院者の役に立ちたいと考えていた津富さんは、「これだと思った」という。帰国後、そんな組織を日本でも作ろうと才門さんに提案。「それこそ自分の使命」と直感した才門さんは快諾した。

　少年院では、個人的なことは話をしてはいけない。出院後、仲間になり、再び非行に走らないようにとの配慮からだ。教官も出院者と接してはいけないとされるが、それでも才門さんらの呼びかけに、弁護士、研究者、法務教官ＯＢらを通じて輪が広がった。非行少年の親の会や被害者支援運動の代表者も集まった。中心的に動ける出院者は１０人前後、サポーターも約３０人になり、０９年１月、ＮＰＯの設立にこぎ着けた。

　活動の柱は、交流会の開催と少年院での講演だ。

　出院者とサポーターが出席する交流会は、東京、福岡など全国１１か所で月１回開催。最近こんなことがあってよかった、悪かったなどと、情報や悩みを交換する。「仲間がほしい」「役に立ちたい」など、これまでに約１００人の出院者が参加した。

　会に来られない人も、メールで思いを聞いてもらえる。出院間もない少年が町でケンカをやり過ごしたとの報告には、「よくこらえたな」と各地の出院者から返事が来る。

　少年院での講演では、真剣に耳を傾けた“後輩”の少年たちから送られて来る感想文に、「そういうことがあるんだ」「同じ経験をしている人の話はとても参考になる」と、率直な気持ちがつづられる。

　「いつも出会いに助けられてきた。みんなももっと出会ってほしい」と、昨年夏、理事長に就任した才門さん。支える側もまた、励まされている。（坂井伸行、写真も）

　メモ　ＫＲＩＳは、再犯を繰り返して計３０年間刑務所にいた現代表のクリステル・カールソン氏（６２）が１９９７年、「自分たちで更生しよう」と仲間と結成した。今では元犯罪者同士が支え合い、社会復帰するサイクルを実現している。スウェーデン国内２６支部のほかフィンランド、デンマークなどにも拠点がある。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130118-OYT8T00589.htm
（９）出院者同士　笑顔で交流（1月26日）




個人情報を漏らさない、他者を中傷しない、アルコール禁止、お金の貸し借り禁止……。交流会はまずルールを確認してから始まった（都内で）

　少年院出身者による自助組織「ＮＰＯ法人セカンドチャンス！」は、各地で月１回、日曜日に出院者やサポーターが集まる交流会を開いている。

　仲間だから語れる話が交わされる。昨年の夏から秋に、いくつかの交流会を訪ねた。

　名古屋市で開かれた交流会。地元のＡさん（３５）は「若い子はなかなか本音を明かさない。盗みや傷害をやってしまう背景を見ないと。家にカネがない、孤立している、虐待され、使い走りさせられ……。ただ謝れ、親に感謝しろ、だと固まっちゃう」と話す。

　１７歳の出院者は「普通の高校生が部活やって塾行って楽しくしているのに、こっちは自分を抑えてやっていた。頭に来て犯罪したけど、今から思えば少年院は１回でやめとけばよかった」と自嘲する。

　長野県から参加したＢさん（２２）は、「少年院は終わってみれば早かったが、１日が長くしんどかった」と正直だ。でも「経験者として立ち直りの手伝いができる」と刑務官を志望する。「今を一生懸命に生き、人生を諦めるな」が後輩へのメッセージだ。

　Ｂさんが信頼を寄せる沢柳吉朗さん（７６）は「きっと少年院でいい先生がいたんだね。頑張れ」と応援する。昨年秋に定年で保護司を辞めるまで、１８年間に約２０人を担当。「みんな立派な社会人になっていったが、薬物の人はだめだった。再び手を出し亡くなった。悲しかった」と振り返る。

　都内での交流会は、参加者が１品持ち寄る形式。「少年院にいたとはなかなか言えないが、うそはつきたくない。就職先で親しくなった店長に話したら、社長に伝わりクビになっちゃった」といった話に花が咲いた。

　Ｃさん（３１）は「深刻なことでも互いに笑って話ができる。普段言えない話ができると心が楽になる」と強調する。弁護士や福祉の専門家もサポーターにおり、親身に相談に応じてくれる。「仕事に生かしたい」と、家庭裁判所、保護観察所、地方検察庁、法務省保護局、警察庁の職員らも個人の立場で参加した。

　本気で変わろうと思っていても、寂しくなると悪い仲間に連絡を取ってしまう。東京都の責任者Ｄさん（３０）は「出院直後、誰と会うか、まっとうな大人が会いに行けるか、居場所があるか、それがカギ。こういう場があることを多くの後輩たちに知ってほしい」と話している。（坂井伸行、写真も）

　メモ　２００２～０７年に少年院を出た者のうち、５年以内に再入院した者は１４．５～１６．４％で、同じく刑事施設へ入所したのは、８．１～９．６％だった。つまり出院者の２割強が再犯で収容されている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130119-OYT8T00508.htm
・ネット中傷もいじめ…防止基本法案の自民骨子案（1月28日）
自民党が通常国会への提出を目指している「いじめ防止対策基本法案（仮称）」の骨子案が２８日、明らかになった。

　インターネットへの悪質な書き込みなどもいじめと認定するなど、幅広くいじめを定義したのが特徴で、生命や身体に重大な損害が生じた場合には、学校に事実関係を調査する第三者機関の設置を求めることなどを打ち出している。

　骨子案は同党の教育再生実行本部（遠藤利明本部長）がいじめ問題の深刻化を受けて作成し、すでに公明党のほか、民主党など野党にも協議を働きかけている。各党の対応は定まっていないが、自民党は超党派で議員立法として提出したい考えだ。

　骨子案では、いじめを「児童または生徒に対して一定の人的関係にある者が行う心理的、物理的な攻撃であって、攻撃を受けた児童らが心身の苦痛を感じているもの」と定義した。暴力のような直接的な行為だけでなく、仲間はずれなど心理的に追い込むものも幅広く認める。いじめには、「インターネットを通じて行われるものを含む」と明示しており、掲示板やブログなどに悪口を書き込むこともいじめと認める。自民党内には、差別や教員による体罰もいじめと認めるべきだとする意見も出ている。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130128-OYT1T01177.htm
・「死にたい」発言、学校が隠す・・・大津いじめ自殺（1月30日）

大津市で２０１１年１０月、いじめを受けた市立中２年の男子生徒（当時１３歳）が自殺した問題で、男子生徒が同級生に加害者とされる少年の名などを挙げて「死にたい」と漏らしていたことを、学校側が自殺直後の調査で把握しながら公表していなかったことがわかった。

　滋賀県警が学校から押収した内部資料にこうした経緯を記録した内容のメモが含まれていたという。

　関係者によると、学校は生徒が自殺した６日後の１０月１７日から全校生徒アンケートを実施したことを公表したが、自殺直後にも同級生ら約２０人に口頭で聞き取りをしていたという。その内容を記録したメモには、男子生徒が同じ塾に通う友人に「俺、死にたいわ」と数回相談したことや「死ぬなよ」「わからん」というやりとりが書かれていた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130130-OYT8T00325.htm
＊東京新聞

・体罰もいじめ　報告義務　対策法自民案（1月27日）

学校でのいじめ問題の深刻化を踏まえて自民党が検討する「いじめ防止対策基本法案（仮称）」の骨子案が二十六日、判明した。教諭による体罰もいじめと位置付けたほか、死亡や大けが、長期欠席を伴う「重大事案」については隠蔽（いんぺい）を防ぐために学校から市町村長らへの報告を義務化しているのが特徴だ。野党とも調整し、超党派の議員立法として二十八日召集の通常国会での成立を目指す。

　大阪市立桜宮高のバスケットボール部主将が体罰を受けた後に自殺した問題などを受け、再発防止へ法整備を急ぐことにした。自民党教育再生実行本部の馳浩副本部長らが主導しており、安倍晋三首相や有識者で構成する政府の「教育再生実行会議」の議論も踏まえて近く最終案を取りまとめる段取りだ。二月中の国会提出を想定する。

　骨子案は、いじめを「児童、生徒に対して一定の人的関係にある者が行う心理的、物理的な攻撃で、児童らが心身の苦痛を感じているもの」と定義した。これにより教諭の体罰やインターネットの悪質な書き込みもいじめと認められる。

　大津市の中二男子自殺で浮かび上がった学校、教育委員会の「事なかれ主義」に対応する必要があるとの観点から、重大事案を把握した学校側には自治体首長への報告だけでなく、調査組織の設置を求めた。

　いじめで生命の安全が脅かされる際に「学校は直ちに警察に通報する」と明記。いじめをした児童、生徒を学校教育法に基づいて出席停止にする措置の活用も規定した。

　いじめ防止策としては、子どもの相談を受けるスクールカウンセラーの配置促進など相談体制の強化を国、自治体に要請。政府はいじめ防止の基本方針を策定する。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013012702000091.html
＊中日新聞
・小学校担任、自閉症児に体罰　「たいほ」　両手縛る（1月23日）
連絡帳に様子記入

　愛知県西三河地方の小学校で、特別支援学級の担任の男性教諭（５８）が、教室内で４年生の男児（１０）の両手をひもで縛り、保護者への連絡帳に「たいほしました」などと書いていたことが分かった。男児は重度の知的障害を伴う自閉症で、周囲の状況や言葉を理解する力は乏しい。保護者の相談を受けた主治医が県教委に通報した。

[image: image6.jpg]s FILE L5527 S 0K » ZHB H L
B 7ok WAS L R 19 1 e
Ty ois b T AL





担任教諭が保護者との連絡帳に記した「たいほしました。」などの記述
　校長と担任教諭の話では、今月１０日の２限目終了後の休憩時間に、児童が教室の机を片付けだした。教師が「今は授業の準備をするときだよ」と説得したが、聞かなかったため「逮捕する」と言い、教室にあったビニールひもで両手首を二重に縛った。

　さらに「うそをついたら裁判だ」「もう片付けしないか」と言うと「しない」と答えたため、はさみでひもを切った。縛った時間は１分弱だった。

　担任はその様子を連絡帳に記入。母親の抗議を受け、体罰だったと認め、謝罪した。

　母親は「息子は逮捕、裁判などの言葉を理解できないし、質問されても意味が分からず、おうむ返しの返事をすることが多い。指導として無意味。障害への無理解が招いた体罰だ」と憤る。

　教諭は取材に「年初めの連絡帳で母親が『人に迷惑をかけない行動をできるように育てたい』と書いていたので、その思いを受けて厳しくしようと思った。反省している」と話した。教諭は４年前から特別支援学級を担当している。一般の教員免許とは別の特別支援学校教員免許は持っていない。

　学校は１７日から特別支援学級の担当を１人増やして３人態勢にするとともに、自閉症の勉強会を開くことを決めた。男児に、心身の影響は特に出ていないという。

　男児は、チャイムが鳴ると教室の机を片付けたり、電灯を消すなど、同じことを繰り返す行動を昨秋から続けていた。

専門的な知識必要

　辻井正次・中京大教授（発達臨床心理学）の話　自閉症の子を指導するには、罰するのではなく、適応行動をできるようにしていく専門性が大切。一般の小中学校で特別支援学級を担任する教員は本来、専門家として特別支援学校の教員免許を持っていることが望ましいが、現実には自己流の教育をしている例が多い。自閉症の特性を学ぶ研修の仕組みも整っていない。教師個人の問題というより、障害児教育に対する教育委員会などの姿勢の問題だろう。

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20130123072926496
＊つなごう医療　中日メディカルサイト　（医療担当編集委員のブログ／上記記事を書いた記者による）
・体罰と「見通し」（1月24日）
　このブログでしばしば書いてきましたが、私は、職場では医療福祉の担当記者であり、家庭では25歳になる自閉症児の父親です。こういう立場の記者は珍しいので、思いがけない情報が入ってくることがあります。
　愛知県西三河地方の小学校で、特別支援学級の担任教師が、4年生男児の両手を縛り「たいほしました」と保護者への連絡帳に書き込んだ体罰事件。長年の知り合いから連絡をいただいて、男児のお母さんと学校側を取材し、23日付けの朝刊で書きました。

　　

こだわりに手を焼くうちに・・・

　連絡帳の過去の記述を見ると、教師は昨年秋ごろから、男児が教室の机を勝手に片付けようとすることに手を焼いていたようです。11月ごろから「厳しく注意したら泣き出した」といった記述が目に付くようになりました。体罰が起きた１月10日の連絡帳の文面は、次の通りです。

　○･･･机をしまうので、今は次の勉強の準備をする時だよと説得しましたが、指導を聞かなかったので、「たいほしました。」　さいばんにかけ「もうやらない」というか「体そう服に着がえるか」を言ったら、釈放すると言いましたが「体そう服に着がえるのがいやだというので、両手をひもでしばりました。もう一度聞くと着替えると言うので、ひもを取ると、机をたおし、着替えもしないと約束を破るので「着替えると言ったのに、うそをつくことはダメだ」と着替えさせ、運動をしっかりやりました。
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連絡帳に教師が書いた文面

力による抑止ではなく

　この状況を、この子の立場に置き換えて考えてみてください。私は、こんなふうに想像します。

　○･･･彼は、「これから起きること」の見通しを理解できない状況で学校生活を送っている。次の授業が、着替えを必要とする体育だということさえも理解できていない。ハイジャックされた飛行機の中にいるような怖い状況だ。それを、けなげに我慢してきたが、引っ越しなど家庭環境の変化も加わって、だんだん耐えられなくなり、自分の好きな行動（こだわり行動）で心のバランスを保とうとした。それに対して、先生は怖い顔をして意味不明の言葉で問い詰める。どう答えていいか分からずに、「しないか」と問われれば「しない」とおうむ返しに答えていた。そうしたら、わけのわからない言葉と共に、ひもで手を縛られた。

　こう考えると、自閉症の子にとって「見通し」がいかに大事か分かってくると思います。こだわり行動をやめさせるのは、力による制止ではなく、彼らが分かりやすい環境を整えることです。
研究の進歩とともに、いろんな教材が開発され、時間の流れ、作業の手順などを絵で視覚的に理解したりすることも容易になってきました。自閉症の子は目で見たものを覚える能力がすぐれているので、それを利用して「見通し」を高めるわけです。

教育現場の努力次第で、自閉症の子たちの日常は大きく好転するのに、愛知県では取り組みが遅れているようです。「東京や千葉、神奈川などに比べると１０年以上の差をつけられている」という研究者もいます。教師たちが対応に困ったときに外部に相談できるシステムも整っていません。
　今回の事件は、記事で学校名を出さずに「西三河地方の小学校」と表記しました。一人の教師の失態ではなく、教育行政全体の問題だと思ったからです。今後とも、注目していきたいと思います。

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20130124132158963
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